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１ 年度評価の方法について 

 評価の基本方法 
○ 中期目標達成に向けた事業の進捗状況を確認する観点から評価する。 
○ 先進的・特徴的な取組や運営の改善を積極的に評価する。 
○ 法人化を契機とする大学改革の取組を支援する観点から評価する。 
○ 取組状況等を市民に分かりやすく示す観点から評価する。 
 
 評価の方法 
○ 年度評価は、「全体評価」と「項目別評価」により行う。 
○ 「全体評価」は、「項目別評価」の結果を踏まえ、中期計画の進捗状況全体について、次の事項を総合的に評価する。 

（１）理事長のリーダーシップによる機動的・戦略的な大学運営を目指した取組 
（２）社会に開かれた大学運営を目指した取組 
（３）大学の教育研究、地域貢献等における特色ある取組 
（４）業務運営等の改善及び効率化並びに財務状況の改善に関する取組 
（５）自己点検・評価及び情報公開に関する取組 
（６）その他必要と認められる事項 

○ 「項目別評価」は「小項目評価」及び「大項目評価」により行う。  

○ 「小項目評価」は法人の自己評価結果の検証・評価を行う（４段階）。  

○ 「大項目評価」は、「小項目評価」の結果を踏まえ、中期計画の大項目ごとに総括評価を行う（５段階）。 
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≪全体評価≫ 

 
 
 
 

≪大項目評価≫ 
 
 
 

≪小項目評価≫ 

 【小項目評価】 
評点 
４ 年度計画を上回って実施している。 
 
３ 年度計画を順調に実施している。 
（達成度が概ね９割以上） 

 
２ 年度計画を十分に実施していない。 
（達成度が概ね６割以上９割未満） 

 
１ 年度計画を大幅に下回っている。 
（達成度が６割未満） 

【大項目評価】 
評点 
Ｓ 特筆すべき進行状況にある。 
（評価委員会が特に認める場合） 

Ａ 年度計画を順調に実施している。 
（全て３以上） 

Ｂ 年度計画を概ね順調に実施している。

（３以上の割合が９割以上） 
Ｃ 年度計画がやや遅れている。 
（３以上の割合が９割未満） 

Ｄ 重大な改善事項がある。 
（評価委員会が特に認める場合） 

 
○ 教育研究の特性に配慮すべき項目については、法人から提出された業務実績報告に基づき、事業の外形的・客観的な進捗

状況の確認を行った。 
今回の年度評価の結果が今後の法人及び大学運営に積極的に活用され、「地域に根ざした、市民から信頼される大学」の

実現に向けて、教育、研究及び地域貢献が一層充実することを期待する。 
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２ 全体評価 

尾道市立大学は、経済情報学部と芸術文化学部の 2学部を置く公立大学法人として平成 24年 4月に設立された。 
設立団体である尾道市が定めた中期目標を達成するため、「知と美」を探究する場、「知と美」を創造しその成果を社会に発

信する場、そして学問と人間的触れ合いを通じて有為な人材を育成する場となることによって、学術・文化の向上と社会の発

展に貢献することを使命としている。 

平成 29年度は法人設立後 6年度となる第 1期中期計画の最終年度であり、教育、研究、地域貢献、国際交流、自己点検・
評価の各分野における重点取組項目に従って、理事長を中心に自律的で効果的な事業実施が進められた。 

 
平成 29事業年度の業務の実績については、6つの大項目のうち、4項目が A評価（年度計画を順調に実施している。）、1項
目が B評価（年度計画を概ね順調に実施している。）、1項目が C評価（年度計画がやや遅れている。）となっているが、特徴の
ある取組として、次の事項が挙げられる。 
① 国際的に通用する人材の育成を図るため、新入学生の TOEIC IPテストの成績を習熟度別クラス編成に反映し、ネイテ
ィブ教員による入学時からの英語教育の充実を図った。 

② 経済情報学部の選抜学生に対して特別演習ⅠⅡⅢⅣを開講し、また、美術学科特別講演会「画家のブックデザイン：装

幀と挿画の醍醐味」を開催し、専門的知識と能力の育成を図った。 

③ 大学院教育では、会計分野と租税論分野の担当者を採用し、高度な専門的知識を備えた職業人を養成する環境を整備し

た。日本文学研究科では、中国の提携大学から交換留学生 1名を受け入れた。 

④ ハワイ大学マウイカレッジとの交流協定を締結した。今年度から派遣したベトナム貿易大学とアメリカ合衆国ハワイ大

学マウイカレッジも含め、夏季語学研修 10名、春季語学研修 18名の参加があり、合計で 28名となり、昨年度の 26名か
ら増加した。また、提携校からの留学生として科目等履修生 7名、交換留学期間延長 1名、学部研究生として交換留学経
験者 1名をそれぞれ受け入れた。 
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第 1 期中期目標の達成状況に基づいた次期中期計画を策定し、個別の重点課題を明確にしながら、平成 29 年度年度計画の
着実な実施に取り組んでおり、年度計画を概ね順調に達成するとともに、中期計画全体の推進が図られたものと評価できる。 
平成 30事業年度は、第 1期中期目標・計画の取組から、明らかになった重点的項目及び課題を踏まえて、第 2期中期目標
の着実な実施に向け、年度計画及び中期計画を着実に実施されることを期待する。 

 
 
[大項目評価結果] 

 Ｓ 

特筆すべき進行状況

Ａ 

計画どおり 

Ｂ 

概ね計画どおり 

Ｃ 

やや遅れている 

Ｄ 

重大な改善事項あり

小項目評価結果 

＊評価１の項目なし 

第４  

教育研究等の質の向上 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（８） ３（３８） ２（１） 

第５ 

地域貢献及び国際交流 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（１） ３（６）  ２（０） 

第６ 

業務運営の改善及び効率化 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（１） ３（０）  ２（０） 

第７ 

財務内容の改善 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（１） ３（０）  ２（１） 

第８ 

自己点検・評価及び情報の提供 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（０） ３（３）  ２（０） 

第９ 

その他業務に関すること 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ４（０） ３（４）  ２（０） 
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中期目標・中期計画の主要な進捗状況等については、次のとおりである。 
 
（１）理事長のリーダーシップによる機動的・戦略的な大学運営を目指した取組 

   次の事項については、理事長のリーダーシップによる取組として評価できる。 
  ア 教員の研究活動を支援する取組として、教員 1名がサバティカル制度を利用した。 
イ COC＋の一環で、地域研究活動への取組がスタートした。 

  ウ 科研申請と研究費補助を連動させた制度により、33件の申請実績があった。 
（２） 社会に開かれた大学運営を目指した取組 

   次の事項については、社会に開かれた大学運営を目指した、市民や社会に対する説明責任を果たす取組として評価でき

る。 
  ア 「地域活性化企画」発表会、受託研究や市内のイベント参画など学生が主体的に企画した地域貢献活動を実施した。 
  イ 教育機関の要望に応じて地域の小学生に向けて児童向けワークショップ「子ども学芸員の旅」を行った。 
  ウ 受託研究を 3件完了しており、4件が継続実施中である。 
 
（３）大学の教育研究、地域貢献等における特色ある取組 

   次の事項については、大学の教育研究、地域貢献等における特色ある取組として評価できる。 
ア 地域・キャリア系科目の地域関連科目に「地域の伝統文化（囲碁）」を新たに開講した。 
イ 「教職履修カルテ」の活用を徹底するよう促し、更なる学生の資質・能力の向上に努めた。 
ウ 地域の教育機関との連携を図り、教職志望学生が地域の教育にかかわる場を形成するよう取り組んだ。 
エ 今年度から派遣するベトナム貿易大学とアメリカ合衆国ハワイ大学マウイカレッジの説明を行った結果、28名の参加
があった。 
オ 留学生報告＆交流会を実施し、留学生が交換留学についてプレゼンテーションする機会を設け、本学学生・教職員の

みならず、地域の人々にも交換留学の充実を知っていただくことで関心を高めた。 
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カ 「地域活性化企画」発表会、受託研究や市内のイベント参画など学生が主体的に企画した地域貢献活動を実施した。 
 

（４）業務運営等の改善及び効率化並びに財務状況の改善に関する取組 

   次の事項については、業務運営等の改善及び効率化並びに財務状況に関する取組として評価できる。 
  ア 偏りのない業績評価を行うため、平成 29 年度の教育研究活動報告書から、教育、研究、その他の校務、地域貢献の

観点からのそれぞれの自己評価点（4段階）の選択欄を追加した。 
 

（５）自己点検・評価及び情報公開に関する取組 

次の事項については、自己点検・評価に関して必要な取組を行っていると認められる。 
ア 成績評価の基準を策定し、担当教員と履修学生への明示を行っている周辺大学の事例を検討し、授業形態・履修者

数、授業内容の専門性に合わせた評価基準の本学における課題を整理した。 
イ 成績評価の基準の公開と最高評価の分布量のコントロールが本学実施可能な項目として分析され、具体的な実施の

準備に入った。特に美術学科に関しては、日本文学科・経済情報学科との領域特性を配慮した。 
 
（６）その他必要と認められる事項 

次の事項については、必要な取組として評価できる。 
ア 老朽化した体育館の改修及び利便性の向上を図るため大講義室の改修を行った。 
イ ハラスメント防止のための研修会を開催した。 
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３ 項目評価 

 

第４ 教育研究等の質の向上 

 

 

評価結果  Ｂ 年度計画を概ね順調に実施している。 

 
評価対象項目の合計４７項目のうち、３又は４の割合が９７．９％であるが、１項目に２の評価があることから大項目評価

としてはＢ評価と認められる。 
 
〔小項目評価結果〕 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

教育の質の向上に関する目標 ３０ ０ １ ２５ ４ 
研究の質の向上に関する目標  ７ ０ ０  ５ ２ 
学生の支援に関する目標 １０ ０ ０  ８ ２ 
合計 ４７ ０ １ ３８ ８ 
 
【特記事項】 

１ 教育の質の向上に関する目標 

（１）質の高い教育課程の編成 
ア 地域・キャリア系科目の地域関連科目に「地域の伝統文化（囲碁）」を新たに開講しており、尾道市の市技である囲

碁の科目が開講されたことは、地域の魅力を高めるものであり、評価できる。 
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イ 意欲の高い学生に向けた特別演習を開講し、非常に優秀で自発的に勉学に取り組む学生の姿が見られるようになって

おり、評価できる。 
 （２）幅広い視野と豊かな人間性をもち、国際的に通用する人材の育成 
ア 協定、派遣の実績に加え、トビタテ個別相談会等情報提供に努めている点が評価できる。 
イ 経済情報学部において、オムニバス形式で英語による講義を実施する項目が検討にとどまったが、実施に向けた努力

を継続していただきたい。 
ウ 日本文学科においては、英語学習のモチベーションと英語力を向上させる契機として「日本文学のための英語」の開

講、外国人留学生と日本人学生との交流を図り、英語学習のモチベーションを高める取組として評価できる。 
 （３）専門的知識と能力を身につけ、社会に貢献できる人材の育成 
ア 習熟度クラス編成、ネイティブ教員による英語教育など、第 1期で目指した項目が実現できており、評価できる。 

 （４）学習効果向上のための環境整備 
ア 学生が情報機器を最大限活用できるネットワーク環境が整備できたことは、評価できる。 

 （５）教育力の向上 
    特記事項なし 
 （６）学生の受入れ 

ア キャンパスツアーとオープンキャンパスの２つのイベントの差別化により参加者が増えたことは、評価できる。 

（７）大学院教育 
ア 高度な専門的知識を備えた職業人の養成の環境が維持できたことは、評価できる。 

２ 研究の質の向上に関する目標 

 （１）研究の活性化 
  ア 年報やホームページで研究成果を公表しており、それに基づき研究評価を可能にし、実施している。 
  イ 附属資料では、共同研究の実績が示されていない。広範な教員の共同研究を進めて欲しい。 
（２）研究の支援体制の整備 
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ア サバティカル制度を利用した教員の活躍を期待する。 
（３）研究成果の評価 
    特記事項なし 

３ 学生への支援に関する目標 

 （１）学習の支援 
  ア 積極的に工夫しながら学生支援を行っていることを評価する。 
  イ 大学の取組が学生に伝わる工夫が求められる。 

 （２）学生生活の支援 

  ア 可能であれば、支援が必要な学生を早期に見出して、適切な支援体制を組むことを業務とする専門部署を設置し、教

員個別の対応では限界を感じることのないように望む。 
イ 学生の心身の健康管理に多様な取組をしていることを評価する。 

 （３）キャリア形成の支援 
  ア 資格取得支援の取組は、評価できる。 

  イ 取組の結果が学生の学習実績とどう結びついたかについての分析が望まれる。 

ウ 学部・学科の特性を考えたキャリア教育が進められていることを評価する。 
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第５ 地域貢献及び国際交流に関する目標 

 

 

評価結果 Ａ 年度計画を順調に実施している。 

 

評価対象項目の合計７項目のうち、３又は４の割合が１００％であることから大項目評価としてはＡ評価と認められる。 
 

[小項目評価結果] 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

地域貢献に関する目標 ３ ０ ０ ３ ０ 
国際交流に関する目標 ４ ０ ０ ３ １ 
合計 ７ ０ ０ ６ １ 
 
【特記事項】 

１ 地域貢献に関する目標 

 （１）地域社会との連携・協働 

  ア 学生が主体的に企画した地域貢献活動の実施や、教育機関の要望に応じて地域の小学生に向けたワークショップなど

の取組が図られており、評価できる。 

 （２）地域での人材育成と学習機会の提供 

  ア 地域活性化企画発表会は、これまでも高い評価を受けているが、経済情報学部における更なる地域貢献に期待する。 
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２ 国際交流に関する目標 

 （１）国際交流の促進 

  ア ハワイ大学マウイカレッジとの交流協定を締結、春季海外短期研修プログラムで第 1期生 7名を派遣しており、今後
の拡大に期待ができる。 

 （２）体制の整備等 

    特記事項なし 

 

 

第６ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

 

評価結果 Ａ 年度計画を順調に実施している。 

 
評価対象項目の１項目のうち、３又は４の割合が１００％であることから大項目評価としてはＡ評価と認められる。 

 

[小項目評価結果] 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

業務運営の改善及び効率化に関する目標 １ ０ ０ １ ０ 
合計 １ ０ ０ １ ０ 
 
【特記事項】 

 なし 
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第７ 財務内容の改善に関する目標 

 

 

評価結果 Ｃ 年度計画がやや遅れている。 

 
評価対象項目の合計２項目のうち、３又は４の割合が５０％であることから大項目評価としてはＣ評価と認められる。 
 

[小項目評価結果] 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

財務内容の改善に関する目標 ２ ０ １ ０ １ 
合計 ２ ０ １ ０ １ 
 

【特記事項】 

１ 財務内容の改善に関する目標 

 （１）外部資金の獲得 

ア 地元企業からの受託研究の件数は前年度 6件から 2件に減少し、大学教育改革支援プログラムの申請もないので、一
層の外部資金の増額に努めて欲しい。 

イ 科学研究費補助金の申請件数は前年度 29件から 33件に、採択数は前年度 16件から 22件に増加したとともに、採択
率がアップしたことは評価できる。 
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第８ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

 

 

評価結果 Ａ 年度計画を順調に実施している。 

 

評価対象項目の合計３項目のうち、３又は４の割合が１００％であることから大項目評価としてはＡ評価と認められる。 
 

[小項目評価結果] 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 ３ ０ ０ ３ ０ 
合計 ３ ０ ０ ３ ０ 
 

【特記事項】 

１ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

 （２）情報公開の推進 

  ア ホームページについて、スマートフォン用サイトの構築と外国語対応が早期に対応することが望まれる。 

 



- 15 - 
 

 
 第９ その他業務運営に関する重要目標 

 

 

評価結果 Ａ 年度計画を順調に実施している。 

 
評価対象項目の合計４項目のうち、３又は４の割合が１００％であることから大項目評価としてはＡ評価と認められる。 
 

[小項目評価結果] 

 
評価対象項目数

１ 

大幅に下回っている 

２ 

十分に実施していない 

３ 

順調に実施している 

４ 

上回って実施している 

その他業務運営に関する重要目標 ４ ０ ０ ４ ０ 
合計 ４ ０ ０ ４ ０ 
 

【特記事項】 

１ その他業務運営に関する重要目標 

 （２）安全管理体制の整備 

  ア 今後も長期的な視野に基づいたキャンパス整備計画により、安全で利用しやすい環境づくりに努められたい。 
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中期計画 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会の評価 

評点 計画の進捗状況等 評点 特記事項 

第４ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）質の高い教育課程の編成 

 （中期目標）大学の理念及び目標を実現するため、教養教育と学部専門教育の密接な連携といっそうの充実を図り、質の高い体系的な教育課程を編成する。 

① 将来のキャリアを見据えた一貫性

のある教育課程を編成するため、経

済情報学部では、経済・経営・情報

の 3 コース制の導入を検討し、平成

25年度を目途に実施する。 

ア 学部・学科 

     

② 専門教育に必要とされる基礎学力

を確かなものとするため、各学科に

おいて、リメディアル科目・導入科

目を個別・具体的に定め、既存科目

の内容変更または新たな科目の導入

を検討し、時間割編成及び実施方法

の検討を経て、実施する。 

ア 学部・学科 

     

     

③ 教養教育と学部専門教育との密接

な連携に配慮し、各学部・学科が定

期的に教養教育課程に対する意見を

提示し、それをうけて科目の新規追

加、統廃合を全体的に検討するため

の専門部会を教育研究審議会のもと

に設置する。この専門部会での検討

結果をうけ、教務委員会及び教養教

育委員会で実施方法の検討を行い、

実施する。 

イ 教養教育 

・地域・キャリア系科目の地域関

連科目に「地域の伝統文化（囲

碁）」を新たに開講新設する。 

3 ・地域・キャリア系科目の地域関連科目に「地

域の伝統文化（囲碁）」を新たに開講した。

3 尾道市の市技である囲碁の科

目が開講されたことは、地域

の魅力を高めるものであり、

評価できる。 

④ 教育職員免許状、学芸員資格の課

程を堅持するため、制度改正に伴う

関係科目の適切な対応を図るととも

ウ 資格課程 

・講義科目や実習科目の体系化を

はかり教育内容を充実させ、学

3 ・継続的に講義科目や実習科目の体系化をは

かり教育内容を充実させた。また、「教職

3 「「教職履修カルテ」の活用を

徹底するよう促し、」 
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に、当該課程の充実、実効性向上の

ため、常に教育内容の見直しを行う。 

生の資質・能力の向上に努める。

また、地域の教育機関との連携

を図り、教職志望学生が地域の

教育にかかわる場を形成する。

履修カルテ」の活用を徹底するよう促し、

更なる学生の資質・能力の向上に努めた。

また、地域の教育機関との連携を図り、教

職志望学生が地域の教育にかかわる場を

形成するよう取り組んだ。 

→その結果、それ以前に比べ

てどのような変化がありま

したか？ 

 

その結果、以下のような変化

があった。 

・4 年次年度始めの時点で全

員が「教職履修カルテ」の

必要事項を記入している状

態になった。 

・年度始めに教職履修にあた

っての目標を記入すること

で、学生の取り組みが具体

化し、ボランティアや学校

公開などの学校現場体験に

自発的かつ長期的に参加す

る学生が増えた。 

・学科教員が教育実習生の履修

カルテ記入内容を参照する

ことで、実習学生の個々の現

状をふまえた教育実習巡回

訪問指導が可能になった。 

・4年次の教職実践演習におい

て、4年間の教職課程での学

びと教育実習との体験を結

びつけた振り返りが可能に

なり、教育実習体験報告書の

内容がより深化したものに

なった。これは教員という仕

事への意識が高まったとい

うことの証左である。 
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⑤ 専門教育課程においてもカリキュ

ラムの見直しを不断に行う。 

 

 

ア 学部・学科 

・新たに始める特別演習を円滑に

実施するとともに、新たなブラ

ンドを確立できるよう戦略的に

取り組む。【経済情報学部】 

4 【経済情報学部】 

・特別演習ⅠⅡⅢⅣを開講し、今年度では19

名の学生が履修した。うち9名は昨年度か

ら継続しており、非常に優秀で自発的に勉

学に取り組む学生の姿勢にブランド化が

期待できる。 

4 意欲の高い学生に向けた特別

演習を開講し、非常に優秀で

自発的に勉学に取り組む学生

の姿が見られるようになって

おり、評価できる。 

 

1-(1)-⑤-ア 年度計画：「新

たなブランドを確立できるよ

う戦略的に取り組む。【経済情

報学部】」、自己評価：「非常に

優秀で自発的に勉学に取り組

む学生の姿勢にブランド化が

期待できる。」 

→どのようなブランドを確立

しようとしていますか？ 

 

経済情報学部 

・自発的に高度な知識を求める

優秀な学生のニーズに応え

ることができる大学です。高

度な知識を自発的に求める

意欲的な学生を育てる大学

というブランドです。 

 

→了解しました。 

・引き続き、新入生全員に小テス

トを課した上で、リメディアル

講座「かんたん古典入門」を継

続実施する。【日本文学科】 

3 【日本文学科】 

・新入生全員に小テストを課して古典読解の

基礎学力について課題を明確にし、リメデ

ィアルが必要な学生に対し、課外講座「か

んたん古典入門」を実施した。 

3  
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・日本画・油画・デザインの３コー

スによるオムニバス形式の授業実

施に向け、取り組む。【美術学科】

3 【美術学科】 

・授業実施の足がかりとして、３コースが互

いの講評会や授業を見学、参加。 

3  

（２） 幅広い視野と豊かな人間性をもち、国際的に通用する人材の育成 

 （中期目標）教養教育により、幅広い視野と豊かな人間性を涵養し、グローバル化が進展する時代の潮流のなかで、国際社会に通用する教養及びコミュニケーシ

ョン能力を身につけた人材を育成する。 

① 国際理解やコミュニケーションの

手段としての実践的語学力を高める

ため、「TOEIC」及び「海外語学実践」

による単位認定者数を増加させる。 

イ 教養教育 

     

② 国際交流センターによる留学ガイ

ダンス等を通じて、留学のための情

報を提供する。 

ウ 国際交流 

・学年初めのガイダンス等におい

て海外短期語学研修参加及び長

期交換留学を推奨し、より多く

の学生が応募・参加するよう取

り組む。 

4 ・学年始めのガイダンス、夏季と春季の短期

語学研修説明会および研修報告会におい

て海外語学研修や交換留学について紹介

した。春季研修説明会では、今年度から派

遣するベトナム貿易大学とアメリカ合衆

国ハワイ大学マウイカレッジの説明も行

った結果、28名の参加があった。参加者に

はマウイカレッジのロゴ入りボールペン

を配布した。夏季語学研修では、10名、春

季語学研修では、18名の参加があり、合計

で28名となり、昨年度の26名から増加し

た。 

・文科省トビタテ留学JAPAN 個別相談会を2

回実施した。 

・留学生報告＆交流会を実施し、留学生が交

換留学についてプレゼンテーションする

機会を設け、本学学生・教職員のみならず、

地域の人々にも交換留学の充実を知って

いただくことで関心を高めた。 

4 協定、派遣の実績に加え、ト

ビタテ個別相談会等情報提供

に努めている点が評価でき

る。 
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③ 附属図書館が中心となり、多様な

語学学習教材・プログラムに関する

情報の提供を積極的に行う。また、

学生の自主的な読書活動・学習活動

を促し、支援する。 

・新着図書や展示の案内その他を

記載した通信「図書館の風」を

配信し、企画展示とも併せて読

書活動、学修活動を推進する。

3 ・今年度は通信「図書館の風」を 24 号から

34号まで配信した。企画展示は、昨年度の

6回に引き続き、今年度は5回開催し、読

書活動、学修活動を推進した。 

3  

④ 語学学習に対する学生のモチベーシ

ョンを向上させるとともに、国際理解を

深めコミュニケーション能力を身につ

けさせるため、海外語学研修派遣制度や

語学教育のいっそうの充実を図る。 

 

ア 学部・学科 

・オムニバス形式で、英語による

講義を実施する。【経済情報学

部】 

2 【経済情報学部】 

・来年度に向けて実施を検討した。 

2 実施に向けた努力を継続して

いただきたい。 

・引き続き、英語学習のモチベー

ションと英語力を向上させる契

機として「日本文学のための英

語」を開講し、受講を促進する。

【日本文学科】 

3 【日本文学科】 

・「日本文学のための英語」を開講し、今年

度は28名が受講した。 

・4月に「新入生歓迎会」、5月に「文学散歩

及び夕食会」に外国人留学生6名全員が参

加し、外国人留学生と日本人学生が交流を

深めた。 

3 英語学習のモチベーションを

高める取組みが実施されてお

り、評価できる。 

・国際理解を深めコミュニケーシ

ョン能力を身につけさせるた

め、参加希望学生を対象とする

英語による美術に関するワーク

ショップを継続して開催する。

【美術学科】 

3 【美術学科】 

・平成 30年１月 22日に英語による美術に関

するレクチャー「美術関係の英語の読み解

きを考える」を開催し、13名の参加があっ

た。 

3  

イ 教養教育 

・平成 29年度新入学生から実施す

るTOEIC IP の結果を習熟度別ク

ラス編成に反映し、入学時から

の一層の英語教育の充実を図

る。 

3 ・新入学生の TOEIC IP テストの成績を「総

合英語Ⅰ」及び「総合英語Ⅱ」の習熟度別

クラス編成に反映し、ネイティブ教員によ

る入学時からの一層の英語教育の充実を

図った。 

3  

エ 図書 
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⑤ 基礎演習の内容の共通化を図り、

そのなかで読書を促す方策を検討

し、実施する。 

ア 学部・学科 

     

⑥ 本学を構成する学問・芸術分野の

一端に多数の学生が触れることがで

きるような教養科目の設定を検討

し、実施する。 

     

（３）専門的知識と能力を身につけ、社会に貢献できる人材の育成 

 （中期目標）各学部の理念と特色を活かした専門教育により、確かな基礎学力の上に高度な専門的知識と能力を身につけ、社会に貢献できる人材を育成する。 

① 基礎学力を確かなものにするた

め、語学等、習熟度別クラス編成が

教育効果を高めると判断される科目

について、その導入を検討し、実施

可能なものから実施する。 

・平成 29年度新入学生から実施す

るTOEIC IP の結果を習熟度クラ

ス編成に反映し、入学時からの

一層の英語教育の充実を図る。

【再掲】 

3 ・新入学生の TOEIC IP テストの成績を「総

合英語Ⅰ」及び「総合英語Ⅱ」の習熟度別

クラス編成に反映し、ネイティブ教員によ

る入学時からの一層の英語教育の充実を

図った。 

3 習熟度クラス編成、ネイティ

ブ教員による英語教育など、

第 1 期で目指した項目が実現

できており、評価できる。 

 

中期計画に対して、年度計画、

自己評価では、TOEIC－IPテス

ト結果を習熟度別クラスに反

映するとなっています。 

→「習熟度別クラス編成が教

育効果を高めると判断される

科目」についての検討は（H29

年度以前を含めて)行ったの

でしょうか？検討の結果、英

語教育だけだったのでしょう

か？ 

 

・教養数学についてはH26年

度から習熟度別クラスの設

置を実施済み。なお、H29

年度には教養数学のよりよ
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いクラス編成に関して検討

したが結論には至らず。 

・習熟度を定量的に計測でき

る外部基準をもつものは現

状英語教育のみです。日文

も日本語能力に関して外部

テストの導入を検討し実施

の準備をすすめましたが、

これは習熟度別クラス編成

による学習効果の向上を狙

ったものではありません。 

 

→過去の検討状況について、

了解しました。 

② 習得すべき専門知識や能力につい

て、学生がより具体的にイメージを

思い描けるよう、各学部・学科・コ

ースのディプロマ・ポリシーを具体

化させ、学生に周知する。 

ア 学部・学科 

     

③ インターンシップや各学科におけ

る専門的職業人養成のためのプログ

ラムを検討し、充実を図る。 

 

ア 学部・学科 

・継続して進路に実感をもって考

える機会として、「美術学科特別

講演会」等で外部から作家やデザ

イナーの講師を招聘し、キャリア

確立までのプロセスについて指

導する。【美術学科】 

3 【美術学科】 

・「美術学科特別講演会」をブックデザイナ

ーの小林真理氏をゲスト講師として招聘

し、「画家のブックデザイン：装幀と挿画

の醍醐味」と題し開催した。 

3  

④ 学生個々人が適性を活かして研

究・学習を深められるような個別の

指導体制を整える。 

     

⑤ 教員採用試験の合格実績を伸ばす

指導体制を整える。 

イ 資格指導 
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⑥ 学生の視野を広げ、勉学及び課外活

動を活発にするため、他大学との学生

間交流の促進について検討する。 

ア 学部・学科 

     

⑦ さまざまな人たちの考え方や見方

に触れさせるため、外部講師招聘等

をより活発に行う。 

・継続して進路に実感をもって考

える機会として、「美術学科特別

講演会」等で外部から作家やデ

ザイナーの講師を招聘し、キャ

リア確立までのプロセスについ

て指導する。【美術学科】【再掲】

3 【美術学科】 

・「美術学科特別講演会」をブックデザイナ

ーの小林真理氏をゲスト講師として招聘

し、「画家のブックデザイン：装幀と挿画

の醍醐味」と題し開催した。【再掲】 

3  

（４）学習効果向上のための環境整備 

 （中期目標）学生の学習効果を高めるため、授業内容や授業方法の改善を図るとともに、全学情報化に向けた情報インフラの整備や、教育施設等の整備を進める。

さらに、学生が自主的かつ主体的に学習に取り組むことができるように、学習環境や学習支援体制を整備する。 

① 教育の目的に照らして、講義、演

習、実習等を適切に組み合わせると

ともに、きめ細かな少人数指導を可

能にする体制と、多様なメディアや

情報機器が活用できる学習環境とを

整える。 

ア 学部・学科 

・引き続き、授業形態と内容に応

じたクラスサイズと学習環境を

チェックし、整備の必要性を把

握した上で措置をとる。 

3 ・現状で授業の目的に応じた実施形態、クラ

スサイズ設定、教室環境の整備の面で大き

な問題はない状態になった。 

3 →大きな問題はないと判断す

る根拠は何でしょうか？ 

→H29 年度初めから問題がな

かったのか、H29年度の取り組

みの結果「問題はない状態に

なった」のかがよくわかりま

せん。 

 

・授業形態、例年の履修者数

で、クラスサイズを想定し、

次年度の時間割を組み、使

用する教室を確定していき

ますが、この作業が見込み

になります。年度が始まり、

極端な教室のミスマッチや

望まれる教育資材（視聴覚

教材など）の不足などの問

題に対処するケースがあれ
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ば、問題ありとなります。E

棟新設以降、教室不足、少

人数の演習形式に応じたセ

ミナー室などの環境整備面

で教員・学生から不満の声

があがることはほぼなくな

りました。これを問題がな

くなったと判断する根拠と

しています。継続的にやっ

てきたことの 29 年度段階

のまとめとして、ほぼ問題

がなくなったと総括したと

ご理解ください。これは今

中期計画のなかで長期的に

整えられたもので以前から

の取り組みの結果です。 

・以後恒常的に問題なしの状

況が続く保証はありません

ので今後もこの課題につい

てのチェックと対応は続け

ていく必要があります。 

 

→了解しました。 

イ 情報インフラ整備 

・学生が情報機器を最大限活用で

きるよう、十分なセキュリティ

機能を兼ね備えた Wi-Fi 環境を
整備し、学習環境を整える。 

4 ・キャンパス内すべてのエリアを対象とする

統一されたセキュリティレベルのWi-Fi環

境を整備した。接続方式は、802.1x エンタ

ープライズ認証を導入しセキュリティ面

及び接続性を改善した。また、教職員を含

めた全構成員に対して、検疫システム導入

4 学生が情報機器を最大限活用

できるネットワーク環境が整

備できた事は、評価できる。 
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することにより、セキュリティ状態の確認

及び状態の通知ができるようになり、利用

者のセキュリティ意識向上に貢献した。 

② 学内ポータルサイト設置をはじめ

とする全学情報化を進展させる。こ

れにより、学生の学習形態の多様化

と、自学自習活動の促進を図り、教

育支援体制を強化する。 

     

③ 大学が示すカリキュラムをベース

に、学生自身が学習目標・到達目標

を設定し、学習計画をたて、その到

達度を評価するシステムを検討す

る。 

・新規事業のTOEIC IP テスト１年

次全員受験にあわせ、２回の受

験のセルフモニタリングが学習

計画に連携できるよう年度初め

のガイダンスで指導を行う。 

3 ・TOEIC IP の実施意義と活用、今後の学習計

画の指針提示はガイダンスで行った。十分

な成果が上がっているかどうかの検証も

含めて継続的な指導体制を検討すること

となった。 

3 →中期計画は、カリキュラム

一般を対象にしているように

読めますが、年度計画、自己

評価はTOEIC-IPテストに関す

るガイダンスが対象になって

います。「学生自身が．．目標

を設定し、学習計画を立て、

その到達度を評価するシステ

ム」の検討は行われたのでし

ょうか？ 

 

・検討は行われ、現在も継続

して進行中です。 

・学生自身が 4 年間の学びに

ついて展望と計画をもつこ

とをねらいますが、学科を

こえた全学的なカリキュラ

ムモデルとそれをベースに

した学生自身の自律的な目

標と計画設定はその内容の

検討も含め容易ではありま

せん。しかしその第一歩と

して、学生と教員が現状を
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把握し、成長のプロセスと

学習状況の進展をモニタリ

ングできる指標の一つとし

て TOEIC IP を導入しまし

た。グローバル化対応のた

めだけではなく、大学が学

科をこえ全学的な視野で学

生の状況と課題を把握する

ための基礎データをつくる

プロジェクトだということ

です。 

 

→趣旨了解しました。 

④ 学生が自身の学習状況を客観的に ア 学部・学科 

把握し、より効果的な自主学習や予

習・復習につなげていけるよう、各

学部・学科でその特性に応じた学習

支援システムを検討し、導入する。 

・教育内容の質的保証に関して、

学生アンケートを実施し、カリ

キュラム履修に係る学生の自己

点検評価結果を学生指導、カリ

キュラム編成に有効活用する。

3 【経済情報学部】 

・これまで期末に行っていた授業アンケート

を中間にも行い、学生の要望に早く対応で

きるようになった。 

【日本文学科】 

・学修のあり方について課題を抽出し次期中期

計画における改善案を策定するため、学生ア

ンケートを作成し、実施の準備を整えた。

・学生の読書活動を推進するため、入学時の

推薦図書の提示、読書習慣をモニターする

仕組み、読書会の開催について、方略を策

定した。 

【美術学科】 

・2年次前期 にポートフォリオ作成のレクチ

ャーを行った。面接時や進級制作展の際に

活用した。 

3 →学生の自主的学習を支援す

るための（「より効果的な自主

学習や予習・復習につなげてい

ける」ことを目的とした）学習

支援システムと理解します。 

 

→ 年次計画では「教育内容

の質的保証に関して、学生ア

ンケートを実施し、」「カリキ

ュラム履修に係る学生の自己

点検評価結果を学生指導、カ

リキュラム編成に有効活用す

る。」とあります。前者は、教

員の質の向上であり、学生の

学習支援の話ではありませ

ん。「学生アンケート」におけ



- 27 - 
 

る「学生の自己点検評価結果」

を「学生指導、カリキュラム

編成」に活用とあり、学生の

自主的学習を支援するという

中期計画を達成する年度計画

になっていませんでした。 

 

→ 自己評価：授業アンケー

トに関する記述（「学生の要望

に早く対応できるようになっ

た。」）は、教員側の教育の向

上を対象としており、学生の

自主的学習を支援することに

つながりません。 

 

経済情報学部 

・中間の授業アンケートの主

旨は学生の要望・ニーズを

早期に把握し、授業の方針

や内容をそれに合わせるこ

とによって、学生の勉学意

欲向上につなげる狙いがあ

ります。 

 

→主旨了解しました。 

 

→ 「．．．読書活動の推進のた

め、．．．推薦図書の提示、．．．モ

ニターする仕組み、読書会の開

催について、方策を作成した。」

とありますが、推薦図書の提
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示、モニターする仕組み、読書

会の開催が方策なのでしょう

か？これらを推進する方策を

策定したのでしょうか？ 

 

日本文学科 

・日本文学科では、読書活動推

進のための方策として、推薦

図書の提示、モニターする仕

組み、読書会の開催等を案出

し、それらの期待できる成果

を検討した上で、実施推進方

法を策定した。 

 

→了解しました。 

⑤ 各学部の特性に応じ、かつ客観性の

ある成績評価のために、経済情報学部

ではGPA制の活用を進め、芸術文化学

部ではポートフォリオと成績に基づ

く面接等をいっそう充実させる。それ

により厳密な成績評価につなげると

ともに、学習効果の向上を図る。 

ア 学部・学科 

   

 

 

 

 

  

⑥ 仮設のまま運用されている美術学

科工房設備について、優先順位を定

め、計画的に整備を進める。 

     

⑦ 知的資源（図書、ITメディア他）

のより効率的な整備、充実を企図し

て、リポジトリの充足、資料の電子

化等について検討を行う。 

 

 

イ 情報インフラ整備 
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（５）教育力の向上 

 （中期目標）教育力の向上及び授業の改善を図るため、各学科の特性に応じたファカルティ・ディベロップメントを恒常的に実施する。さらに、学生による授業

評価制度の整備充実を図り、効果的に活用する。 

① ファカルティ・ディベロップメン

ト活動の情報収集と実験的実践の検

討を行い、実効性のある形で実施す

る。 

・教育力向上に実効性があるよう

FD活動を継続する。 

3 ・アクティブラーニングの向上のために、愛

媛大学教育学生支援部教育企画室から講

師を招いて研修を行った。 

FD活動 

・全学的なFD講演会 1回 

学内の FD活動 

・経済情報学科は、授業についての意見交換

会と科研費についての情報・意見交換会を

各１回開催した。 

・日本文学科は、担当以外の学生による発表

の講評を行ったほか、科研費研修会を2回

開催した。 

・美術学科は、教員の授業参観を3回、科研

費情報交換会を2回開催した。 

・各学科が、教員間で、授業の在り方や、科

研費について、活発な意見・情報の交換を

行った。 

3  

② 学生による授業評価アンケートの

結果を授業内容、教材及び授業技術

の向上へ反映させ、改善実施を組織

的に行う体制を整備し、各授業の改

善を図る。 

・必要な授業改善課題に関わる授

業評価アンケートをこれまでの

学期末に加えて学期中間でも実

施する。 
・学生による各学科のディプロ

マ・ポリシーに即した到達度評

価アンケートを実施する。 

3 ・学期の中間アンケートを前期・後期に実施

した。 

・年度末に到達度評価アンケートを実施し

た。 

3 →年次計画、自己評価ともア

ンケートの実施を記述してい

ますが、実施したアンケート

結果を改善を教育に反映する

活動としてどのようなものが

あるでしょうか？ 

 

・アンケート結果により、評

価の高かった教員による

FD研修を各学科で実施し、

各授業の改善の参考とし
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た。また、中間アンケート

を実施したことから、その

期の授業に対する声を教員

に届け、すぐに対応できる

形にした。 

 

→了解しました。 

③ 授業準備や授業運営に関して、教

員間で情報を交換し、研鑽できる場

(ファカルティラウンジ)の構築を検

討する。 

     

④ 各教員の教育力向上のため、全学

的な公開授業、研修授業の方法につ

いて検討し、早急に実施する。 

・各学科の特性に合わせた研修を

各学期に実施し、FD 活動の質の

向上を図る。 

3 ・各学科の特性に合わせたFD活動のために、

今年度は学科ごとに実施した。具体的に

は、学生による授業評価が高い先生の授業

における工夫等の紹介と意見交換会を実

施(経情)、卒論中間発表等の研究発表会を

複数のゼミで実施した(担当学生以外でも

教員は講評；日文)、公開授業・報告会・

文学三昧・文学談話会等に出来る限り出席

した(日文)、所属するコース以外の講評に

参加した(美術)。 

3  

（６）学生の受入れ 

 （中期目標）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）及びディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方

針）を明確にし、この方針に沿って適切に学生を受け入れるための体制を整備する。また、尾道市立大学の学部・学科の特色を明確に打ち出し、効果的な広報を行う。 

① ディプロマ・ポリシーとカリキュ

ラム・ポリシーにもとづき、合理的

かつ有意なアドミッション・ポリシ

ーを設定し、適切な入試制度につい

て継続的な検証を行う。 

     

② 大学説明会、高校訪問など情報発

信の機会を十全に活かし、アドミッ

ション・ポリシー、カリキュラム・

・キャンパスツアーを大学の祝日

授業日に開催するなど開催日程

の工夫を行い、希望生徒の参加

4 ・キャンパスツアーとオープンキャンパス共

に祝日開催とし、また両イベントの差別化

をより明確化したことで、両日とも参加者

4 ２つのイベントの差別化によ

り参加者が増えたことは評価

できる。 
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ポリシー、ディプロマ・ポリシーの

周知を図る。 

者数増加に取り組む。 の増加を達成した。 

キャンパスツアー 

H28：117 名、H29：232 名 

オープンキャンパス 

H28：1,700 名、H29：1,750 名 

③ 効果的な広報を行うために、担当

部署を設置し、関連情報の蓄積を統

括的に行う。 

・オープンキャンパスやキャンパス

ツアーなどの企画、大学案内など

の広報物、ウェブによる発信等

に、より積極的に学生が関われる

仕組みづくりに取り組む。 

3 ・新たにワーキンググループを立ち上げ、特

にウェブ上での情報発信における学生の

積極的な参加の在り方を検討した。 

3  

④ 入試関連情報の公表を進める。      

（７）大学院教育 

 （中期目標）それぞれの専門分野における高度な専門的知識と能力に加えて、国際的な視野をもち、広く社会や文化の発展に貢献できる高度専門職業人や研究者

を養成する。また、留学生や社会人の受け入れを積極的に行い、教育研究の多角的な深化・発展を目指す。 

① 高度な専門的知識をそなえた職業

人養成に加えて、経済情報研究科・

日本文学研究科においては次代を拓

く研究者・指導者養成、美術研究科

にあっては作家・デザイナーの養成

を目指す。この二つの方向性を軸と

したカリキュラムを実施し、その人

材育成を目指す。 

 

 

ア 研究科 

・経営系の分野で、会計専門職業

人を目指せる科目を充実させ、

高度な専門的知識を備えた職業

人の養成を行っていくことを継

続する。【経済情報研究科】 

3 【経済情報研究科】 

・大学院での教育経験を積んだ会計分野の教

員１名が着任し、大学院の科目を担当する

ことになった。欠員であった租税論の担当

者を採用し、高度な専門的知識を備えた職

業人の養成の環境を整備した。 

3 高度な専門的知識を備えた職

業人の養成の環境が維持でき

たことは、評価できる。 

・内部進学者の推進を図るため、

入学金免除制度を構築する。【日

本文学研究科】 

3 【日本文学研究科】 

・全学的な入学金免除制度を要望している。

・内部進学者の大学院受験は、9 月入試で 2

名であった。 

3 →全学的な入学金免除制度に

ついて、「要望・実施した」で

はないでしょうか。 

② 研究科のカリキュラムの特性に応

じて、極めて優秀な学生については、

在学 1 年での修士課程の最終試験

（論文審査）の受験を可能とするか

検討する。 

     

③ 優秀な学部学生の在学 3 年での修

士課程科目履修を可能とする制度に

・内部進学者の推進を図るため、

入学金免除制度を構築する。【日

3 【日本文学研究科】 

・全学的な入学金免除制度を検討した。 

3 1-(7)-①「高度な専門的知識

をそなえた職業人養成に加え
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ついて検討する。 本文学研究科】【再掲】 ・内部進学者の大学院受験は、9 月入試で 2

名であった。【再掲】 

て、経済情報研究科・日本文

学研究科においては次代を拓

く研究者・指導者養成、美術

研究科にあっては作家・デザ

イナーの養成を目指す。この

二つの方向性を軸としたカリ

キュラムを実施し、その人材

育成を目指す。」 

1-(7)-③「優秀な学部学生の

在学 3 年での修士課程科目履

修を可能とする制度について

検討する」 

→中期計画において、1-(7)-

①カリキュラムを実施、

1-(7)-③早期履修を掲げてい

る。これに対して、年度計画

において、ともに、内部進学

推進のための入学金免除制度

を挙げています(日文)。カリ

キュラムの実施、早期履修に

ついては、H28年度以前に実施

されたのでしょうか？ 

 

日本文学科 

・優秀な学部学生の大学院進

学を進めるため、全学的な

入学金免除制度を検討し、

実施した。 

・早期履修については、日本

文学科では学科教育におけ

る学生のスキル形成の過程
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を考慮した結果、採用しな

いことを決定した。 

 

→全学的な入学金免除制度に

ついて、「検討・実施した」で

はないでしょうか。 

④ 院生の学外における学会参加、口

頭発表、学術雑誌への投稿、展覧会

の開催などを奨励する。 

     

⑤ 小規模校ならではの持ち味をいか

し、それぞれの専門分野において活

躍する卒業生・修了生との人的ネッ

トワークを構築し、必要に応じてフ

ィードバックを得たり、サポートを

提供したりすることによって、教育

研究の深化に結びつける。 

     

⑥ 短期大学卒業生等の受験資格情報

を周知し、大学院入学志願者の拡大

を図る。 

     

⑦ 海外の提携校からの研究生、大学

院入学者の積極的受け入れを図る。 

・中国と台湾の提携大学からの交

換留学生を受け入れる。【日本文

学研究科】 

3 【日本文学研究科】 

・中国の提携大学からの交換留学生を1名受

け入れた。 

3  

⑧ 社会人の積極的受け入れのための

適切な広報、及び受け入れ体制につ

いて検討する。 

   

 

 

  

２ 研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）研究の活性化 

 （中期目標）研究の活性化を目指して、個々人の研究活動や学内外での研究交流を積極的に展開するとともに、外部資金の積極的な獲得と活用に努める。また、

地域のさまざまな課題に応える実践的な研究も推進する。そして、それらの成果を教育に反映させるとともに、社会に還元する。 

① 国内外の学会・学術会議での発表、

査読付き専門誌や学会誌への論文投

・科研申請と研究費補助を連動さ

せた制度を実施する。 
3 ・科研申請と研究費補助を連動させた制度に

より、今年度は、33件の申請実績があった。

3 年報やホームページで研究成

果を公表しており、それに基



- 34 - 
 

稿、展覧会の開催等を通じて研究成

果を公表することを奨励するため、

適切な研究費の配分及び研究評価の

仕組みを構築する。 

づき研究評価を可能にし、実

施している。 

② 共同研究、学内外の研究会・ワー

クショップ等を通じて研究水準の向

上を図る。 

・台湾において、協定校とのカン

ファレンスを実施する。 
3 ・台湾において、協定校の国立嘉義大学管理

学院と本学経済情報学部とのカンファレ

ンスを実施(2017 年 8月 23日)した。 

3 附属資料では、共同研究の実績

が示されていない。広範な教員

の共同研究を進めて欲しい。 

③ 科学研究費補助金、各種助成金等へ

の応募件数を積極的に増加させるとと

もに、採択率向上のために有意な対策

を検討し、その目標の達成を目指す。 

・科研申請と研究費補助を連動さ

せた制度を実施する。【再掲】 

3 ・科研申請と研究費補助を連動させた制度に

より、今年度は、33件の申請実績があった。

【再掲】 

3  

④ 地域のさまざまな課題についての

研究を促進するため、地域研究の評

価と支援の仕組みを整備する。 

     

（２）研究の支援体制の整備 

 （中期目標）教員の研究活動を促進するため、研究の支援体制を整備するとともに、教員の研究能力の向上に資する取組を進める。サバティカル制度（教員が一

定期間研究に専念する研究制度）についても導入を目指す。 

① 大学院生のティーチングアシスタ

ント（TA）及びリサーチアシスタン

ト（RA）制度導入を検討する。 

     

② 教員の研究活動を支援する取組み

として、学外研修（海外留学を含む）

制度、サバティカル制度等について

検討し、実施可能なものから順次導

入を図る。 

・導入したサバティカル制度の実

施検証をするとともに、COC＋の

一環として、地域研究活動に取

り組む。 

4 ・今年度、教員1名が、サバティカル制度を

利用した。COC＋の一環で、地域研究活動

への取り組みがスタートした。 

4 サバティカル制度を利用した

教員の活躍を期待する。 

③ 研究費の効果的な活用を促進する

ため、立替払いなど柔軟な支出形態を

可能にするとともに、不正使用が起こ

らないよう管理体制を整備する。 

     

④ 各教員の研究機会の平等性を確保

するため、授業担当や校務分掌を公

平にするような体制を検討する。 
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（３）研究成果の評価 

 （中期目標）研究の経過や成果を定期的に評価し、その評価結果に基づいて研究の質の向上を図るための体制を整備する。 

① 各研究分野の実情に応じた、研究

成果の適正かつ公平な評価システム

について検討し、導入する。 

・個々が自己点検評価するととも

に、研究成果を含めた業績評価

により、研究の質向上に取り組

む。 

3 ・教育研究活動報告書の作成によって、個々

の教員は自己点検評価を毎年度末に実施

した。研究の質向上に向けた取り組みを継

続して検討した。 

3  

② 優れた研究成果をあげた教員に対

しては、適正な評価による優遇措置

等を整備し、研究の活性化を促す。 

・個々が自己点検評価するととも

に、研究成果を含めた業績評価

により、研究の質向上に取り組

む。【再掲】 

3 ・教育研究活動報告書の作成によって、個々

の教員は自己点検評価を毎年度末に実施

した。研究の質向上に向けた取り組みを継

続して検討した。【再掲】 

3  

③ 教員の研究活動について定期的に

その情報を収集する。また所属研究

者の研究成果の発信に関しても、効

果的な方法を検討し、実施する。 

・個々が自己点検評価するととも

に、研究成果を含めた業績評価

により、研究の質向上に取り組

む【再掲】 

3 ・教育研究活動報告書の作成によって、個々

の教員は自己点検評価を毎年度末に実施

した。研究の質向上に向けた取り組みを継

続して検討した。【再掲】 

3  

３ 学生への支援に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）学習の支援 

 （中期目標）履修指導、学習支援、進路相談等を適切に行い、学生の進路や達成目標に沿った履修が十分に行える環境づくりを行う。 

① 新入生に対する基礎学力検査及び

リメディアル教育を各学科において

検討し、必要かつ可能なものから実

施する。 

     

② 他大学における学習支援体制（学

習困難者への対応や基本的なアカデ

ミックスキルの向上を可能とする組

織的取組）について、情報収集を行

い、検討・実施する。 

・引き続き、障害学生修学支援に

関わる各部署と連携をとり、学

習困難者への支援体制に関わる

問題の整理と整備を行う。 

・他大学の実践、研修、学内の実

態調査等を行いながら、障害学

生支援に必要な基礎的な環境整

備をする。 

4 ・障害学生修学支援にかかわるケース対応の

各部署との連携は効率的に行われた。ケー

スとそれに対する対応の情報蓄積、本学の

対応環境のシステムとスタッフ的課題が

浮き彫りになってきたため、総合的に統括

するセンター組織と専従職員の配置を予

算要求することとした。 

・支援実務者研修や就職支援研修等実践的な

研修に参加し、得られた情報や知見を委員

4 積極的に工夫しながら学生支

援を行っていることを評価す

る。 
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会で共有するとともに、コア会議や支援関

係者との共通認識の醸成や学生支援の標

準化や支援スキルの蓄積に役立てた。 

③ 開講可能な曜日・時限の拡大につ

いて検討し、必要に応じて実施する。 

     

④ 施設開放時間の延長について検討

し、必要かつ可能なものは実施する。 

     

⑤ 各学部・学科において、学生指導

に有意な情報集約と学習支援システ

ムの導入を検討し、可能な場合は実

施する。 

・引き続き、1.2年生の学生に自己

評価カルテを提出させ、その情

報を学修支援に有効活用する。

【経済情報学部】 

3 【経済情報学部】 

・自己評価カルテの提出は今年度から大学ポ

ータルシステムを利用したが、提出率は

30％であり、昨年と比較すると大幅に減少

3 大学の取組みが学生に伝わる

工夫が求められる。 

   た。啓発喚起の改善に向けて検討する。提

出されたカルテの情報は、学習支援に有効

に用いることができた。 

  

⑥ 学生と教員の連絡の取り方につい

て、学内でガイドラインを定め、周

知徹底を図る。 

     

⑦ 進路選択（就職・進学準備等）に

意欲的に取り組むことができるよ

う、キャリア開発委員会及びキャリ

アサポートセンターが一体となって

チューター及びゼミ指導教員と協力

して支援を行う。 

     

⑧ 学生の社会的・職業的自立につな

がる就業力の育成を図るため、産業

界との連携による実学的専門的教育

を含む、キャリア教育を推進する。 

     

⑨ 図書館機能（情報リテラシー支援、

教育研究のサポート）の充実を図る。 
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（２）学生生活の支援 

 （中期目標）学生が心身とも健康で充実した大学生活を送ることができるように、学習、生活環境、課外活動等さまざまな面での支援内容の充実に努め、学内外

における学生の自主的活動の促進を図る。 

① 学生が安定した学習・研究を持続

できるよう、生活面での支援体制を

充実する。そのために、チューター、

ゼミ指導教員を中心とした相談窓口

を複数設け、学生との交流機会を密

にする。また、より手厚い支援を可

能にするために、教職員間での連携

体制を構築する。 

・障害学生支援の方法を確立し、

役割の明確化、分担を行いなが

ら、全学的に支援を行っていく。

・合理的配慮が必要であると考え

られる学生に対して、全学的に

共通認識のもとに支援を行う。

3 ・支援の方法や役割を明確にして分担を決め

ることは、支援の標準化の過程にあたる。

専門部局がなく、専任職員がいないため

に、学生や教職員の支援の理解啓発が進み

にくい状況が発生するため、関係教職員が

支援学生と密に話し合いをもつことで、合

理的配慮の決定がスムーズにできるよう

になった。 

<研修会> 

・精神障害、発達障害の学生への対応を中心

とした学生相談の勉強会を学科別に実施

した。 

3 可能であれば、支援が必要な

学生を早期に見出して、適切

な支援体制を組むことを業務

とする専門部署を設置し、教

員個別の対応では限界を感じ

ることの無いように望む。 

② 学生がサークル活動やボランティ

ア活動等に積極的に取り組むことが

できるよう必要な支援や施設環境整

備を行う。 

     

③ 定期健康診断の受診の徹底及び学

生の心身の健康管理に関する相談を

専門職員が日常的に行う体制を整備

する。 

・障害学生支援の方法を確立し、

役割の明確化、分担を行いなが

ら、全学的に支援を行っていく。

【再掲】 

・合理的配慮が必要であると考え

られる学生に対して、全学的に

共通認識のもとに支援を行う。

【再掲】 

4 ・医務室保健師と非常勤カウンセラーが常日

頃、密に連携し、支援の円滑実施を図った。

・精神障害、発達障害の学生への対応を中心

とした学生相談の勉強会を学科別に実施

した。 

・「学生の健康診断受診の取り決め」を作成

し、教授会に報告するとともに、Web ディ

スクにアップロードすることにより周知

を行った。 

・学生相談委員で臨床心理士の弓場先生を招

いての勉強会を芸術文化学部は 6 月 15 日

に、経済情報学部は10月19日に実施した。

4 学生の心身の健康管理に多様

な取組みをしていることを評

価する。 
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④ 急を要する傷病やメンタルヘルス

問題又はハラスメント等が生じた際

の対応について、危機管理マニュア

ルを整備するとともに、学生に対し

ても初動対応の周知を図る。 

・「危機管理マニュアル」の要約版

を作成して、学生に周知するこ

とにより、初動対応の迅速化を

図る。 

3 ・危機管理マニュアルはポータルに登録し、

学生に周知している。危機管理マニュアル

の要約版は「自殺対応マニュアル」は平成

30 年度に尾道市の自殺対策計画が策定さ

れるのでこれを反映する形で平成 30 年に

作成する。本年度は感染症予防マニュアル

を作成した。 

3  

⑤ 奨学金等の就学支援情報を効果的

に周知するとともに、本学独自の就

学支援を確立し、充実させる。 

 

 

  

 

  

（３）キャリア形成の支援 

 （中期目標）就職、大学院進学、国家資格取得等、学生のキャリア形成に対する支援体制の充実を図る。 

① 卒業生の進路データベースを整備

し、活用する。 

     

② 就職、資格取得等を支援するため、

課外授業等の支援体制を充実する。 

・学生が卒業後も職業的自立が図

れるように、課外講座の見直し、

資格取得奨励金の給付対象資格

の見直し等を行い、積極的な資

格取得を促す。 

3 ・簿記検定の難易度の高まりと出題範囲の変

更を受け、課外で実施の簿記検定対策講座

のカリキュラムを変更し、対応できるよう

にした。具体的には、従来は117時間で構

成したカリキュラムを142.5 時間に増や

し、新しい出題範囲のカバーと、実践的な

問題への対応を行うカリキュラムを追加

した。 

・資格取得奨励金については、情報系の資格

やTOEIC の区分を追加し、学生が積極的な

資格取得を促した。 

・今年度新たに、自己分析・自己PR作成講

座を課外の集中講座で実施をした。履歴

書・エントリーシートの作成で学生が課題

としている、読み手が理解し納得ができる

自己PRの作成を中心に、効率よく学習を

した。 

3 資格取得支援の取組みは、評

価できる。 

 

取組みの結果が学生の学習実

績とどう結びついたかについ

ての分析が望まれる。 



- 39 - 
 

③ 各学科の特性に応じた有効なキャ

リア教育を実施する。 

     

④ 国家資格の取得や展覧会入選等の

成果に対し、奨励金の給付制度を充

実させる。 

・学生が卒業後も職業的自立が図

れるように、課外講座の見直し、

資格取得奨励金の給付対象資格

の見直し等を行い、積極的な資

格取得を促す。【再掲】 

3 ・簿記検定の難易度の高まりと出題範囲の変

更を受け、課外で実施の簿記検定対策講座

のカリキュラムを変更し、対応できるよう

にした。具体的には、従来は117時間で構

成したカリキュラムを142.5時間に増や

し、新しい出題範囲のカバーと、実践的な

問題への対応を行うカリキュラムを追加し

た。 

・資格取得奨励金については、情報系の資格

やTOEIC の区分を追加し、学生に積極的な

資格取得を促した。 

・今年度新たに、自己分析・自己PR作成講

座を課外の集中講座で実施をした。履歴

書・エントリーシートの作成で学生が課題

としている、読み手が理解し納得ができる

自己PRの作成を中心に、効率よく学習を

した。【再掲】 

3 資格取得支援の取組みは、評

価できる。 

 

取組みの結果が学生の学習実

績とどう結びついたかについ

ての分析が望まれる。 

⑤ 企業への就職というかたちをとら

ない進路に関しても、支援充実とノ

ウハウの蓄積を図るとともに、支援

となるような取組を企画する。 

・美術学科向けのキャリア形成セ

ミナーを継続実施することによ

り、これからの時代の美術作家

像やその活動の広がりについて

具体的に考察し、新しい領域を

切り拓いていける専門性と幅広

い視野を育成する。 

3 ・美術学科向けのキャリア開発セミナーを 3

回開催した。それに加え、美術学科に特化

した就職ガイダンスを 2 回新たに実施し

た。これは美術業界への就職活動は、専門

性を重視されており、従来行っている就職

ガイダンスは美術学科学生にはなじまな

いためである。専門として学んだことをど

のように広げて将来のキャリアにつなげ

るか、ポートフォリオの作成はどのように

していくべきか、などを紹介する内容で実

施した。 

3 学部・学科の特性を考えたキ

ャリア教育が進められている

ことを評価する。 
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第５ 地域貢献及び国際交流に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 地域貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）地域社会との連携・協働 

 （中期目標）地域総合センターを中心的な窓口として、企業、諸団体、学外教育研究機関等との連携・協働を推進し、地域から実践的な課題を学ぶとともに、大学が持

つ多様な知的資源を地域に還元することで、経済、文化、教育等の発展に貢献し、それによって尾道市の「知と美」の拠点としての尾道市立大学の地位を確立する。 

① 地域総合センターの所期の目的を

果たすに足る施設・設備・人員の配

置を検討する。 

     

② 大学の研究成果を積極的に公開し、

地域社会、企業等のニーズへの対応を

図るため、地域総合センター及び大学

美術館等の機能を充実させる。 

     

③ 地域の課題解決を促進する方策を

検討するとともに地域振興に向け

て、市内諸団体等の取組を支援する。 

     

④ 学生の社会参加及び地域、企業等

との相互交流を促進し、視野拡大を

図り、学生ベンチャーを支援する体

制を充実させる。 

・地域、企業との一層の相互交流

を図り、学生が自律的に参加す

る地域貢献を推進する。 

3 ・「地域活性化企画」発表会、受託研究や市

内のイベント参画など学生が主体的に企

画した地域貢献活動を実施した。 

3 学生が主体的に企画した地域

貢献活動の実施や、教育機関

の要望に応じて地域の小学生

に向けのワークショップなど

の取組みが図られており、評

価できる。 

⑤ 尾道市域の教育機関との連携を強

化する。 

・学外教育機関と連携し、公開講

座・ワークショップ等を開催す

る。 

3 ・教育機関の要望に応じて地域の小学生に向

けて児童向けワークショップ「子ども学芸

員の旅」を行った。 

3 

⑥ 知的資源の社会還元がより有効に

実現されるよう、人材ネットワーク、

知的財産の発掘・活用を図る。 

     

（２）地域での人材育成と学習機会の提供 

 （中期目標）地域との活発な交流を促進し、地域の人材育成に対する多様で積極的な取組を行う。また、公開講座の実施、社会人の受け入れ等を行い、市民に生

涯学習の機会を提供する。 

① 生涯学習へのニーズに応えた、公開

講座のあり方について検討した上で、

改善の余地があるものは改善する。 

     



- 41 - 
 

② 大学が持つ知的資源の公開を進

め、地域コミュニティーの育成と事

業化推進活動の拠点となりうるサテ

ライトキャンパスを設置する。 

     

③ 地域コミュニティーの充実のため

商品開発、地域活性化企画等を充実

させ、産学官協働の体制を整える。 

・COC＋、受託研究等を継続実施し、

産学官共同プロジェクトの充実

を図る。 

3 ・地位活性化企画発表会を開催した。受託研

究3件完了、4件継続中。COC＋として市技

である囲碁を授業科目「地域の伝統文化

（囲碁）」に取り入れた。 

3 地位活性化企画発表会は、こ

れまでも高い評価を受けてい

るが、経済情報学部における

更なる地域貢献に期待する。 

④ 専門的能力を有する卒業生・修了

生が市内小学校において授業の一部

を担当するなど、市立大学としての

特色あるプログラムを立ち上げ、地

域との交流を促進するとともに、地

域での人材の循環・活用に寄与する。 

     

⑤ 市民が美術に触れる機会を増やし、

美術への理解をいっそう深めてもら

うため、大学美術館における教育普及

活動（ワークショップ、ギャラリート

ーク、講演等）の充実を図るとともに、

効果的な広報活動を行う。 

     

２ 国際交流に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）国際交流の促進 

 （中期目標）尾道市の国際交流の拠点の一つとなることを目指して、海外学術交流協定大学との連携やその他の国際交流活動を進め、本学と海外大学・諸機関と

の人材交流を推進する。 

① 交流協定締結大学との連携を深め

るとともに、教職員及び学生の相互

交流を促進する。 

・交流大学等を拡充し、中国語、

英語圏の提携校への夏と春の語

学研修生の派遣、台湾国立台北

教育大学への本学学生の長期留

学派遣、台湾国立嘉義大学応用

経済学科からのダブルディグリ

ー交換生の受け入れ、提携校か

らの科目等履修生の受入れに取

り組む。 

3 ・中国語・英語圏の提携校への夏と春の語学

研修生 28 名を派遣した。台湾国立台北教

育大学へ長期留学している学生1名が留学

期間を半年延長した。提携校からの科目等

履修生7名、交換留学期間延長1名、学部

研究生として交換留学経験者1名をそれぞ

れ受け入れた。 

3  
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② 交流協定締結大学間の関係充実と

拡大を図る。 

・美術学科と台湾の大学との美術

共同展の開催に向け、取り組む。

・ハワイ大学マウイカレッジとの

交流提携を進める。 

4 ・美術学科教員が中心となり、平成 30 年度

に本学で、台湾国立嘉義大学美術学科の教

員との共同展示会開催に向けて、情報交

換、作品データ交換等の活動を行った。 

・ハワイ大学マウイカレッジとの交流協定を

締結した。また、ハワイ大学マウイカレッ

ジの副学長と担当者が本学を表敬訪問し、

両校の今後の交流方針について協議した。

また、春季海外短期研修プログラムの作成

を依頼し、そのプログラム第１期生7名を

派遣した。 

4 ハワイ大学マウイカレッジと

の交流協定を締結、春季海外

短期研修プログラムで第１期

生 7 名を派遣しおり、今後の

拡大に期待ができる。 

③ 留学生を対象とした、日本語教育、

生活支援等を充実させる。 

     

（２）体制の整備等 

 （中期目標）国際交流の窓口となる国際交流センターを設置することによって、国際交流を促進し、本学と海外大学・諸機関との人材交流に関する支援体制の充

実を図る。 

① 国外の大学・研究機関等との本学

教職員の相互派遣に応えられる制

度、体制を整備する。 

     

② 国際交流センターが中心となり、

教職員及び留学生の受け入れ、送り

出しの体制を整える。 

・海外語学研修に関する危機管理に

対応するため実施手順書を充実

し、現地での危機管理に留意す

る。 

3 ・海外語学研修に関する危機管理に対応する

ため、リスク管理マニュアルを作成し、研

修参加者と引率者に配布した。また、海外

語学研修注意事項を作成し、研修参加者と

引率者に加え、研修参加者の保護者にも郵

送し、管理体制を強化した。 

・研修引率者による事前研修と報告を徹底し

た。 

3  

③ 学生によるサポート制度や相談窓

口の設置、学業成績が優秀な留学生

に対する特待制度など、留学生支援

を充実させるための方策について調

査検討する。 
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第６ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）迅速な意思決定 

 （中期目標）理事長のリーダーシップの下で、迅速な意思決定を行い、速やかに実行していく組織体制を構築する。 

① 学内のコンセンサスの確保を図り

つつ、理事長を中心に、理事会、経

営審議会及び教育研究審議会の明確

な役割分担を行い、大学の機能的な

運営を図る。 

     

② 大学の理念・目標に即して、教育

研究上の重点分野における人材確保

の体制を整備する。 

     

③ 全学的、中長期的な視点に立ち、

大学の理念・目標及び教育研究上の

重点分野に留意しつつ、教育研究の

実績を踏まえて予算及び人員の配分

を行う。 

     

（２）教育研究組織の見直し 

 （中期目標）教育研究の深化発展又は外的要請にも柔軟な対応ができるように、課題の把握と改善に取り組む。 

① 各学部・学科で、当該分野の教育

研究の現状や動向、さらには課題を

把握し、定期的に学科会議等で検討

する。 

     

② 大学全体としての長期的な展望を

構成員間で共有し、議論できる環境

を構築する。 

     

（３）業績評価制度の構築 

（中期目標）教職員の意欲向上及び大学運営の質的向上を図るため、業績評価制度を構築するとともに、その評価が適正に反映される処遇制度の導入を目指す。 

① 教育、研究、その他の校務、地域

貢献などの観点から、偏りのない業

績評価を行えるような評価制度を構

築し、評価を実施する。 

・教育、研究、その他の校務、地

域貢献などの観点から、偏りの

ない業績評価を行うため、教育

研究活動報告書を改善する。 

4 ・平成 29 年度の教育研究活動報告書から、

教育、研究、その他の校務、地域貢献の観

点からのそれぞれの自己評価点(4段階)の

選択欄を追加した。 

4  
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② 人事評価の結果を処遇等に適正に

反映させる運用体制を検討する。 

     

（４）柔軟な人事制度の構築 

 （中期目標）大学機能の充実・活性化及び法人運営の効率化を進めるために、多様な雇用形態、勤務条件、給与等、柔軟な人事制度の改善に努める。 

① 教員が外部(海外を含む)の研究機

関、行政機関、企業等において研究、

指導等に従事することを可能とする

柔軟な人事システムを導入し、外部

の研究機関、行政機関、企業等との

積極的な連携を推進する。 

     

② 特任・客員を含む教員・研究員の

多様な雇用形態の導入、定年制の弾

力的運用、再任用制度の導入等につ

いて検討する。 

     

③ 柔軟で多様な雇用形態・勤務体制

に対応する給与の在り方について継

続的に検討を行う。 

     

第７ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）外部資金等の獲得 

 （中期目標）外部資金の獲得、大学の特性を活用した事業の展開等による自主財源の確保に取り組む。 

① 産学官の連携を推進するととも

に、外部資金情報の収集・集約を行

い、外部研究資金の増額に努める。 

・地域からのニーズをもとに、受

託研究等を推進し、外部資金の

増額に取り組む。 

3 ・受託研究数は 10 件であり、依頼元は地元

企業等、地域からのニーズに応えた。 
2 

・地元企業からの受託件数は

前年度 6 件から 2 件に減少

し、大学教育改革支援プロ

グラムの申請も無く、受託

研究による資金は減額して

いる。一層の外部資金の増

額に努めて欲しい。 

② 受託研究、受託事業、指定寄付等へ

の対応のためのルールを整備する。 

     

③ 大学に対する支援者の拡大を図

り、寄附金の獲得に努める。 

     

④ 学生納付金について、社会情勢等も

見定めつつ適切な金額を随時検討する。 
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⑤ 科学研究費補助金や各種助成金等

への申請を奨励する。 

・科研申請数を維持しつつ、採択

数増加に向け、取り組む。 

3 ・科研申請件数・採択数の増加を図るため、

学科ごとに意見交換会を実施した。 
4 

・申請件数は前年度29件から

33件に、採択数は前年度16

件から22件に増加したとと

もに、採択率がアップした

ことは評価できる。 

（２）事務処理の効率化 

 （中期目標）事務の集中化、全学情報化等により、事務処理の効率化を図るとともに、業務内容の変化に柔軟に対応して、定期的な業務改善や事務組織の見直し

等に取り組む。 

① 事務局組織の機能の向上と効率化

の観点に立って、定期的に点検を実

施し、必要に応じ見直しを行う。 

     

② 事務処理の見直し、業務マニュア

ルの作成、情報の共有化等により、

事務処理の効率化・合理化を図る。 

     

③ 情報処理研究センターの全学情報

化計画に基づき、学内ポータルサイ

トの設置により、事務処理システム

の効率化を図る。 

     

④ 各学部・学科の個別事務に関する

業務の整理と担当体制を整える。 

     

（３）経費の抑制 

 （中期目標）予算執行の弾力化・効率化、管理的業務の簡素化・合理化、契約方法の改善等により、管理運営経費の抑制を図る。 

① インターネット発注、複数業務の

一括契約、複数年契約等、契約方法

の見直しを図ることにより経費の節

減を図る。 

     

② 事務の ICT 化の推進、光熱水費等

の節減の徹底により、環境に配慮す

ると共に経費の節減を図る。 
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第８ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（１）自己点検・評価の実施 

 （中期目標）自己点検・評価、外部評価を定期的に実施し、その評価結果を教育研究及び業務運営に反映させる。 

① 自己点検・自己評価に基づき改善

方策を探り、改善を推進する体制を

整備し、評価結果を大学運営の改善

に結びつける。 

     

② 自己点検・自己評価の結果につい

ては、部局ごとに問題点の改善策の

実行に努め、次回の自己点検・評価

に反映させる。 

・単位の実質化にかかわる成績評

価の妥当性を担保するため、各

科目における評価基準の明確化

を推進する。 

3 ・成績評価の基準を策定し、担当教員と履修

学生への明示を行っている周辺大学の事例

を検討し、授業形態・履修者数、授業内容

の専門性に合わせた評価基準の本学におけ

る課題を整理した。評価基準の公開と最高

評価の分布量のコントロールが本学実施可

能な項目として分析され具体的な実施の準

備に入った。特に美術学科に関しては、日

本文学科・経済情報学科との領域特性を配

慮した。複数教員による相互評価による客

観性確保等、履修者が納得できる成績評価

作業が工夫されており、これらの整理と可

視化を今後の課題として残された。 

3  

（２）情報公開の推進 

 （中期目標）説明責任を果たし、大学運営の透明性を確保するため、教育研究や業務運営に関して積極的かつ迅速な情報公開を行う。 

① 学内情報の公開に関する基本方針

を定め、実施体制を整備する。 

・ウェブサイトの内容を充実、発信

の迅速化を図るとともに、学生の

視点での情報発信に向け、学生に

よるコンテンツ作成に取り組む。

3 ・新たにホームページワーキンググループを

立ち上げ、情報発信の迅速化、学生視点で

の情報発信の仕組みづくりの構築を検討

した。 

3 スマホ用サイトの構築につい

て、早期の対応が望まれる。 

② 大学が広くその知的財産としての

情報を公開し説明責任を果たす観点

から、また特に提供するサービスを直

接の利用者に周知するために、ホーム

ページ等で定期的に情報提供をする。 

・ウェブサイトの外国語対応を推

進する。従来の英語に加え、中

国語への翻訳作業も開始する。

3 ・新たにホームページワーキンググループを

立ち上げ、中国語への翻訳作業の具体的な

工程や問題点などについて、検討した。 

3 外国語対応については、早期

の対応が望まれる。 
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③ 自己点検・自己評価、財務諸表な

ど大学運営全般について、ホームペ

ージ上で情報開示を行う。 

     

第９ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

（１）施設・設備の整備と維持管理 

 （中期目標）教育研究環境を改善するため、施設・設備の適正な維持管理、計画的な整備・改修を進めるとともに、施設・設備の有効活用を図る。 

① 長期的な視野に基づいたキャンパ

ス整備計画をたて、資金確保の問題

も含め、実現に向けて不断の努力を

行うとともに、施設設備の利用状況

を定期的に調査・点検し、有効活用

の施策を検討する。 

・既存の施設設備の課題、有効活

用を検証し、次期キャンパス整

備事業等施設整備に取り組む。

3 ・老朽化し、雨漏り等課題のあった体育館の

改修、より利便性が向上するよう大講義室

の改修を行った。 

3 今後も長期的な視野に基づい

たキャンパス整備計画によ

り、安全で利用しやすい環境

づくりに努められたい。 

② 施設設備の維持管理及び高額機器

の購入については、長期的な計画を

策定し、効率的に実施し、併せてユ

ニバーサルデザインに配慮する。 

     

（２）安全管理体制の整備 

 （中期目標）各種災害等の防止のためのリスク管理体制を整備するとともに、その防止に関する総合的な対策を推進する。 

① 関係法令等を踏まえ、全学的な安

全衛生管理体制を整えるとともに、

安全衛生環境の充実に努める。 

・AED講習会、生活安全講習会等を

実施し、学生の防犯意識の向上

に努めるとともに、安全衛生環

境の充実を図る。・職場環境の改

善と労働災害等の未然防止のた

めの過重労働防止及びメンタル

ヘルス対策を実施する。 

3 ・ＡＥＤ講習会は2月8日、生活安全講習会は

4月 11 日に実施された。また学生の健康診

断の完全な実施のために本年度から10月の

健康診断を実施した。また11月13日（月）

に学生向けに防煙教育講習会を行った。 

・衛生委員会の役割や法の理解啓発を行うと

ともに、法令に従った 

・ストレスチェック結果の有効活用等メンタ

ルヘルス対策や過重労働防止に重点をお

いた、職場の環境改善を行っている。 

・職場巡視の方法を再構築し、実施した。 

3  

② 各種リスク管理マニュアルを整備

し、構成員全員に周知する。 
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③ キャンパス内の防災のための計画

的整備を図るとともに、災害等にお

ける危機管理体制を整備し、防災訓

練等を充実する。 

     

（３）情報管理体制の整備 

 （中期目標）情報セキュリティポリシーに基づく運用体制により、情報セキュリティを充実・強化する。 

① 情報セキュリティポリシーを策定

し、責任体制を明確にする。 

     

② 教員、事務職員及び学生に対する

情報セキュリティ教育を徹底する。 

     

③ 情報処理研究センターの全学情報

化計画に基づき、パソコン室や管理

棟に、IC カードによるセキュリテ

ィ・システムを導入して、情報管理

を徹底する。 

     

（４）法令遵守の推進 

 （中期目標）内部監査体制の整備及び法令遵守の徹底により、業務運営の適正化を図る。 

① 業務が適正に処理されているか内部

監査を実施し、業務運営の現状を明ら

かにするなかで、業務の改善を図る。 

   

 

  

② 法令違反を未然に防止するための

体制整備、規程等の策定・見直し、

研修等を一層強化する。 

・これまでのハラスメント研修会

受講者へのアンケート結果等を

参考にして、より効果的な研修

会を企画・実施する。 

3 ・後期第1週に教職員対象のハラスメント防止

のための研修会（アカデミックハラスメント

を生まないためのコミュニケーションスキ

ルアップについて、外部講師による）を開催

した。開催にあたっては教授会等で複数回参

加呼びかけを行い、事前アンケートで質問を

受け付けた。教員の75％、職員の38％が参

加した。後期第 2 週に学生を対象にデート

DV 防止のための研修会を実施した。1 年生

372名中173名（47％）が参加した。教職員、

学生共に参加者の感想（自由記述）が例年よ

3  
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  り詳細かつ具体的であり、内容も多様であっ

た。なお、業務の都合で教職員対象の研修会

に参加できなかった職員 8 名が学生対象の

研修会に参加したため、最終的な職員の研修

会参加率は59％であった。 

・年度末に事例への対応を振り返り、ハラス

メント事例に関連する危機管理マニュア

ルについて見直しを検討した。 

     

  ※ この様式は、「第４ 教育研究等の質の向上」から「第９ その他業務運営」までにおいて使用する。 

 

特記事項 

〇 ハワイ大学マウイカレッジとの交流協定を締結した。この協定に基づき春季海外短期研修プログラムを具体化し、そのプログラム第１期生７名を派遣した。 
〇 国際交流活動による語学学習として、コロンビア共和国特命全権大使を招き、ＴＯＥＩＣの授業の一環として英語での講演会を開催した。 
〇 キャンパス内すべてのエリアを対象とする、統一されたセキュリティレベルのＷｉ-Ｆｉ環境を整備した。 

  ※ 「第４ 教育研究等の質の向上」から「第９ その他業務運営」までにおける特記事項を記載する。 

 

第１０ 予算、収支計画及び資金計画 

 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

第１１ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実  績 

（１）短期借入金の限度 

１億円 

（２）想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れるこ

とが想定される。 

（１）短期借入金の限度 

１億円 

（２）想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れるこ

とが想定される。 

該当なし 
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第１２ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

中期計画 年度計画 実  績 

なし なし 該当なし 

 

第１３ 剰余金の使途 

中期計画 年度計画 実  績 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の

向上及び組織運営の改善のための費用に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質

の向上及び組織運営の改善のための費用に充てる。 

該当なし 

 

第１４ 尾道市の規則で定める業務運営に関する事項 

中期計画 年度計画 実  績 

（１）積立金の処分に関する計画 

   なし 

（２）その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

（１）積立金の処分に関する計画 

   なし 

（２）その他法人の業務運営に関し必要な事項 

   なし 

該当なし 
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貸 借 対 照 表 
（平成29年3月31日現在） 

 
（単位：千円） 

資産の部 
Ⅰ 固定資産 
１ 有形固定資産         

 土地    824,816     
 建物  3,121,382       
  減価償却累計額  △310,632  2,810,749     
 建物附属設備  139,989       
  減価償却累計額  △12,510  127,479     
 構築物  102,749       
  減価償却累計額  △10,567  92,182     
 機械装置  1,622       
  減価償却累計額  △1,042  579     
 工具器具備品  304,018       
  減価償却累計額  △85,098  218,919     
 図書    458,977     
 美術品・収蔵品    34,985     
 車両運搬具  10,571       
  減価償却累計額  △3,067  7,503     
  有形固定資産合計    4,576,194     

２ 無形固定資産         
 ソフトウェア    4,613     
 電話加入権    0     
  無形固定資産合計    4,613     

３ 投資その他の資産         
 長期前払費用    90     
  投資その他の資産合計    90     
   固定資産合計      4,580,897   

         
Ⅱ 流動資産         
 現金及び預金    373,118     
 未収入金    36     
 たな卸資産    194     
 前払費用    882     

   流動資産合計      374,231   
    資産合計        4,955,129 
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負債の部         
Ⅰ 固定負債         
 資産見返負債         
  資産見返運営交付金等  135,506       
  資産見返寄附金  313,467       
  資産見返物品受贈額  337,550  786,524     
 長期未払金         
 長期リース債務    159,816     
   固定負債合計      946,340   
Ⅱ 流動負債         
 寄附金債務    610     
 前受受託研究費等    210     
 未払金    131,207     
 リース債務    47,793     
預り科学研究費補助金等    1,635     

 預り金    37,827     
   流動負債合計      219,282   
    負債合計        1,165,623 
 
 
          
純資産の部         
Ⅰ 資本金         
 地方公共団体出資金    2,175,116     
   資本金合計      2,175,116   
Ⅱ 資本剰余金         
 資本剰余金    1,723,393     
  損益外減価償却累計額    △305,543     
   資本剰余金合計      1,417,850   
Ⅲ 利益剰余金        
 教育研究充実積立金    195,800     
 当期未処分利益    738     
（うち当期総利益 738）        
    利益剰余金合計     196,538   
   純資産合計        3,789,505 
     負債純資産合計        4,955,129 
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損 益 計 算 書 
（平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

（単位：千円） 
経常費用        
  業務費        
  教育経費   186,317     
  研究経費   38,305     
  教育研究支援経費  16,882     
  受託研究費   584     
  受託事業費   240     
  役員人件費   17,607     
  教員人件費   645,662     
  職員人件費   219,606  1,125,206   
 一般管理費     162,845   
 財務費用        
  支払利息   490  490   
 経常費用合計       1,288,542 
経常収益        
 運営費交付金収益    365,759   
 授業料収益     701,884   
 入学金収益     146,195   
 検定料収益     38,717   
 受託研究等収益       
  国又は地方公共団体以外分  569  569   
 受託事業等収益       
  国又は地方公共団体分  270  270   
 補助金等収益     750   
 寄附金収益     7,516   
 財務収益        
  受取利息   39  39   
 資産見返負債戻入       
  資産見返運営費交付金等戻入  5,185     
  資産見返寄附金戻入  12,332     
  資産見返物品受贈額戻入  609  18,127   
 雑益        
  財産貸付料収益  1,463     
  証明書手数料収益  109     
  科学研究費補助金間接経費収益  2,587     
  その他間接経費収益  253     
  大学入試センター試験事業収益  3,471     
  その他雑益   1,564  9,450   
 経常収益合計       1,289,281 
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経常利益       738 
臨時損失     －  － 
臨時利益    －  － 
当期純利益       738 
当期総利益       738 
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キャッシュ・フロー計算書 
（平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

（単位：千円） 
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 
 原材料、商品又はサービスの購入による支出 △157,628 
 人件費支出 △852,180 
 その他の業務支出 △142,878 
 運営費交付金収入 365,759 
 授業料収入 748,405 
 入学金収入 146,195 
 検定料収入 38,717 
 受託研究等収入 1,255 
 受託事業等収入 486 
 補助金等収入 1,608 
 寄附金収入 6,004 
 その他の業務収入 10,608 
 未払消費税等の増減 － 
          預り金の増減 7,940 
   業務活動によるキャッシュ・フロー 174,294 
   
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 定期預金の預入れによる支出 △200,000 
 定期預金の払戻しによる収入 300,000 
 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △103,190 
 施設費による収入 24,986 
 小 計 21,796 
 利息及び配当金の受取額 39 
   投資活動によるキャッシュ・フロー 21,835 
   
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
 リース債務の返済による支出 △71,240 
 小 計 △71,240 
 利息の支払額 △490 
   財務活動によるキャッシュ・フロー △71,731 
   
Ⅳ 資金増加額 124,399 
   
Ⅴ 資金期首残高 248,718 
   
Ⅵ 資金期末残高 373,118 
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行政サービス実施コスト計算書 
（平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

（単位：千円） 
Ⅰ 業務費用       
  (1)損益計算書上の費用       
 業務費  1,125,206     
 一般管理費  162,845     
 財務費用  490  1,288,542   
        
  (2)（控除）自己収入等       
 授業料収益  △701,884     
 入学料収益  △146,195     
 検定料収益  △38,717     
 受託研究等収益  △569     
 受託事業等収益  △270     
 寄附金収益  △7,516     
 財務収益  △39     
 雑益  △9,450     
 資産見返寄附金戻入  △12,332  △916,976   
        
  業務費用合計      371,566 
        
Ⅱ 損益外減価償却相当額      91,900 
        
Ⅲ 引当外賞与増加見積額      973 
        
Ⅳ 引当外退職給付増加見積額      36,654 
        
Ⅴ 機会費用       
   地方公共団体出資の機会費用  1,607    1,607 
        
Ⅵ 行政サービス実施コスト      502,702 
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利益の処分に関する書類 

第６期 
（平成29年4月1日～平成30年3月31日） 

（単位：円） 
 

Ⅰ 当期末処分利益     738,871 
      
  当期総利益   738,871   
      
      
Ⅱ 利益処分額      
  積立金      
      
  地方独立行政法人法第40条第3     
  項により設立団体の長の承認を     
  受けようとする額     
   教育研究の質の向上及び運営      

組織の改善目的積立金 738,871  738,871  738,871 
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（重要な会計方針） 
１ 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 
    期間進行基準を採用しています。 
    なお、退職手当については、費用進行基準を採用しています。 
 
２ 減価償却の会計処理方法 
  (1) 有形固定資産 
      定額法を採用しています。 
      耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用

年数は次のとおりになっています。 
       建物       １０年～４７年 
       建物附属設備    ８年～３４年 
       構築物      １０年～４７年 
       機械装置      ９年 
       工具器具備品    ３年～１４年 
       車両運搬具     ４年～ ６年 
      ただし、リース資産については、リース期間を耐用年数としています。 
      法人化に当たり尾道市から承継した固定資産については、尾道市における承継時の残

存耐用年数（1年未満のものは1年）をもって、耐用年数としています。 
      また、特定の資産（地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（以

下「会計基準」といいます。）第８５）の減価償却費相当額については、損益外減価償

却累計額として資本剰余金から控除しています。 
 
  (2) 無形固定資産 
      定額法を採用しています。 
      なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）

で償却を実施しています。 
 
３ 引当金の計上基準 

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係

る引当金は計上していません。 
      なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基

準第８７－４に基づき計算された退職給付債務に係る当該事業年度の増加額を記載し

ています。 
 
  (2) 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 
      賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は

計上しておりません。 
      なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度

末における引当外賞与見積額から当事業年度首における同見積額を控除した額を記載

しています。 
 
４ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 
   地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率 
     決算日における新発10年国債利回りである0.045％で計算しています。 
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５ リース取引の会計処理 
    リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。リース料総額が300万円未満のフ

ァイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ています。 
 
６ 消費税等の会計処理 
    消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっています。 
 
７ 財務諸表及び附属明細書の表示単位 
    千円未満切捨てにより表示しています。ただし、利益処分に関する書類については、円単

位で表示しています。 
 
 
（注意事項） 
１ 貸借対照表関係 
   運営費交付金から充当されるべき 
      退職給付見積額                        292,459千円 
      （尾道市からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いています。） 
      賞与見積額                          51,850千円 
      （尾道市からの派遣職員に対する賞与見積額を含んでいます。） 
 
２ キャッシュ・フロー計算書関係 
  (1) 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳 
      平成３０年３月３１日 
          現金及び預金                      373,118千円 

資金期末残高                      373,118千円 
 
  (2) 重要な非資金取引 
     (a)現物寄附による有形固定資産の取得                               8,102千円 
 
 
３ 行政サービス実施コスト計算書関係 
  (1) 引当外退職給付増加見積額及び引当外賞与増加見積額の中には、尾道市からの派遣職員に

係るものも含まれています。 
  (2) 機会費用の内訳 
       設立団体に係る額                        1,607千円 
 
４ 重要な債務負担行為 
    記載事項はありません。 
  
５ 重要な後発事象 
    記載事項はありません。 
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附 属 明 細 書 
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(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「会計基準第 85 特定の償却資産の減価に係る会計 
処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細 

期首 当期 当期 期末 差引当期末

残高 増加額 減少額 残高 当期償却額 残高

建物 283,404 - - 283,404 30,205 10,342 253,199

建物附属設備 19,261 28,429 - 47,691 3,344 1,401 44,347

構築物 2,646 - - 2,646 1,176 306 1,470

機械装置 1,622 - - 1,622 1,042 173 579

工具器具備品 473,373 191,016 367,719 296,671 78,540 74,487 218,131 ※１

図書 437,824 21,212 58 458,977 - - 458,977

車両運搬費 2,922 7,648 - 10,571 3,067 1,534 7,503

計 1,221,054 248,305 367,777 1,101,582 117,376 88,245 984,205

建物 2,801,110 36,866 - 2,837,977 280,427 83,753 2,557,550

建物附属設備 69,078 23,220 - 92,298 9,166 3,985 83,132

構築物 91,463 8,640 - 100,103 9,391 3,540 90,712

工具器具備品 7,347 - - 7,347 6,558 621 788

計 2,968,998 68,726 0 3,037,727 305,543 91,900 2,732,183

土地 811,373 13,442 - 824,816 - - 824,816

美術品・収蔵品 34,985 - - 34,985 - - 34,985

計 846,358 13,442 - 859,801 - - 859,801

土地 811,373 13,442 - 824,816 - - 824,816

建物 3,084,515 36,866 - 3,121,382 310,632 94,095 2,810,749

建物附属設備 88,339 51,649 - 139,989 12,510 5,386 127,479

構築物 94,109 8,640 - 102,749 10,567 3,847 92,182

機械装置 1,622 - - 1,622 1,042 173 579

工具器具備品 480,720 191,016 367,719 304,018 85,098 75,108 218,919 ※１

図書 437,824 21,212 58 458,977 - - 458,977

美術品・収蔵品 34,985 - - 34,985 - - 34,985

車両運搬費 2,922 7,648 - 10,571 3,067 1,534 7,503

計 5,036,413 330,473 367,777 4,999,108 422,918 180,146 4,576,190

ソフトウェア 0 4,943 - 4,943 329 329 4,613

電話加入権 0 - - 0 - - 0

計 0 4,943 0 4,943 329 329 4,613

長期前払費用 42 135 86 90 - - 90

計 42 135 86 90 - - 90

※１　工具器具備品の減少は、ファイナンスリース期間満了によるものです。

　　　 工具器具備品の増加は、主としてファイナンスリース増加によるものです。

投資その他の

資産

資産の種類
  減価償却累計額

摘要

(単位：千円）

非償却資産

有形固定資産

合計

無形固定資産

合　　　　　計

有形固定資産

(償却費損益内)

有形固定資産

(償却費損益外)
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(2)  たな卸資産の明細 

当期購入

・製造・振替

貯蔵品 121 72 - - - 194

合計 121 72 - - - 194

(単位：千円)

期末残高 摘要種類 期首残高

当期増加額 当期減少額

その他 払出・振替 その他

 
 
 
(3)  有価証券の明細 
 
     該当事項はありません。 
 
 
(4)  長期貸付金の明細 
 
     該当事項はありません。 
 
 
(5)  長期借入金の明細 
 
     該当事項はありません。 
 
 
(6)  引当金の明細 
 
      該当事項はありません。 
 
 
(7)  資産除去債務の明細 
 
     該当事項はありません。 
 
 
(8)  保証債務の明細 
 
     該当事項はありません。 
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(9)  資本金及び資本剰余金の明細 

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

地方公共団体出資金 2,175,116 - - 2,175,116

計 2,175,116 - - 2,175,116

資本剰余金

無償譲与 33,759 13,442 - 47,201 ※2

施設費 1,601,817 24,986 - 1,626,804 ※1

目的積立金 4,420 43,740 - 48,160 ※3

授業料 1,226 - - 1,226

寄附金等 0 - - 0

計 1,641,223 82,169 1,723,393

損益外減価償却累計額 △ 213,642 △ 91,900 - △ 305,543 ※4

計 1,427,580 △ 9,732 - 1,417,850

(単位：千円)

※1　会計基準第８５に規定されている特定の償却資産の取得に伴う増加です。

※3　目的積立金の使途にそった資産の取得による増加です。

※4　会計基準第８５に規定されている特定の償却資産の償却に伴う増加です。

※2　設置団体からの土地の譲与を受けたことによる増加です。

区分

資本金

資本剰余金

 
 
 

(10)  積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 
 

積立金の明細 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

教育研究の質の向上及び組織運
営の改善目的積立金

191,092 48,447 43,740 195,800 ※1

積立金 - - - -

合計 191,092 48,447 43,740 195,800

(単位：千円)

※1　当期増加額は、前期未処分利益から尾道市長の承認のうえで積み立てられたものです。
　 　  当期減少額は、当該積立金の使途にそった資産の取得43,740千円による積立金取崩しによるものです。
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(11)  運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 
 
  (11) －1  運営費交付金債務 

平成29年度 - 365,759 365,759 - - 365,759 -

合計 - 365,759 365,759 - - 365,759 -

　資産見返運営
　費交付金等

(単位：千円)

交付年度 期首残高
交　付　金

当期交付額

当期振替額

運営費交
付金収益

期末残高
資本剰余金 小計

  
 
 
   (11) －2  運営費交付金収益 

(単位：千円)

業務等区分 平成29年度交付金 合計

期間進行基準 320,199 320,199

費用進行基準 45,560 45,560

合計 365,759 365,759  
 
 
(12)  運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細 
 
  (12) －1  施設費の明細 

(単位：千円)

当期振替額

資本剰余金

平成29年度 24,986 24,986

合計 24,986 24,986

区分 当期交付額 摘要

 
 
 
  (12) －2  補助金等の明細 

(単位：千円)

資産見返
補助金等

建設仮勘定
見返補助金等

収益計上 その他

平成29年度 750 - - 750 -

合計 750 - - 750 -

当期振替額

区分 当期交付額 摘要
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(13)  役員及び教職員の給与の明細 
(単位：千円、人)

支給額 支給人員 支給額 支給人員

(1,178) (7) - -

14,732 1 - -

(98,504) (2,271) - -

618,901 82 45,560 4

(99,682) (2,278)

633,633 83 45,560 4

退職給付
区分

役員

教職員

合計

報償又は給与

注)1 役員に対する報酬等の基準及び教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要 
   公立大学法人尾道市立大学役員報酬規程、公立大学法人尾道市立大学役員退職手当規程、公立大学法人尾道市立 
   大学教職員給与規程、公立大学法人尾道市立大学退職手当規程及び公立大学法人尾道市立大学非常勤教職員就業規

則に基づいています。 
注)2 支給人員は、年間平均支給人員を記載しています。 
注)3 (   )内の数字については、非常勤の役員及び教職員に対する支給額及び人数を外数で記載しています。 
注)4 上記明細には法定福利費は含まれていません。 
注)5 上記明細には受託研究費等及び受託事業等による人件費は含まれていません。 
 
 
(14)  開示すべきセグメント情報 
 
  当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。 
 
 
(15)  業務費及び一般管理費の明細 

（単位：千円） 
     
 教育経費     
  消耗品費   11,390   
  管理物品費   2,311   
  印刷製本費   6,644   
  水道光熱費   14,022   
  旅費交通費   5,577   
  通信運搬費    1,500   
  賃借料   1,021   
  保守費   46,212   
  修繕費   25   
  損害保険料   2  
  広告宣伝費   218   
  諸会費   997   
  会議費等   1   
  報酬・委託・手数料   16,907   
  奨学費   3,145   
  減価償却費   69,595   
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  貸倒損失   2,680   
  雑費   34   
  学生援助費   4,027   186,317  
     
 研究経費     
  消耗品費   5,779   
  管理物品費   5,814   
  印刷製本費   5,860   
  水道光熱費   2,838   
  旅費交通費   11,857   
  通信運搬費   575   
  賃借料   1,582   
  保守費   305   
  修繕費   119   
  諸会費   1,437   
  会議費等   1   
  報酬・委託・手数料   1,288   
  減価償却費   167   
    図書費   58   
  雑費   154   
  賃金   462  38,305  
         
  教育研究支援経費     
   消耗品費    5,678   
  管理物品費   359   
  印刷製本費   1,465   
  水道光熱費   3,116   
  旅費交通費   138   
  通信運搬費   665   
  賃借料   3,355   
  保守費     37   
  修繕費   94   
  損害保険料   1   
  広告宣伝費   162   
  諸会費   142   
  報酬・委託・手数料   1,113   
  減価償却費   448   
  租税公課   8   

雑費   94  16,882  
     

受託研究費     
  消耗品費   80   
  報酬・委託・手数料   504  584  

     
受託事業費     
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  報酬・委託・手数料   240  240  
        
        
役員人件費     

  報酬  12,047   
  賞与  3,862   
  法定福利費  1,697 17,607  

     
教員人件費     

  常勤教員人件費  588,274   
  非常勤教員人件費  57,388 645,662  
     
職員人件費     

  常勤職員人件費  170,810   
  非常勤職員人件費  48,795 219,606 1,125,206  

     
一般管理費     
 消耗品費   11,088  
 管理物品費   8,326  
 印刷製本費   3,990  
 水道光熱費   19,027  
 旅費交通費   3,218  
 通信運搬費   2,507  
 賃借料   6,439  
 車両燃料費   324  
 福利厚生費   1,018  
 保守費   311  
 修繕費   11,137  
 損害保険料   1,022  
 広告宣伝費   345  
 諸会費   1,108  
 会議費等   61  
 報酬・委託・手数料   74,410  
 減価償却費   18,362  
 交際費   158  
 租税公課   43  
 雑費   22 162,845  

     
業務費及び一般管理費の合計   1,288,051  
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(16)    寄附金の明細 
 

区  分 当期受入額（千円） 件  数（件） 摘  要 
全  学 22,942 30(2,114) ( )は現物寄附の件数で外数です。 
合  計 22,942 30(2,114)  

（注）上記のうち、奨学寄附金は 6,004 千円、現物寄附は 16,937 千円です。 
 
 
(17)    受託研究の明細 

（単位：千円） 
区  分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高 

国又は地方公共団体以外 － 962 752 210 

合計 － 962 752 210 

 
 
(18)    共同研究の明細 
 

該当事項はありません。 
 
 
(19)    受託事業等の明細 

（単位：千円） 
区  分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高 

国又は地方公共団体 － 340 340 － 

合計 － 340 340 － 

 
 
(20)    科学研究費補助金等の明細 

 

種  目 当期受入額（千円） 件  数（件） 摘  要 

挑戦的萌芽研究  (500)  
   150   1  

基盤研究（Ｃ） (4,350)  
1,305   13  

基盤研究（Ｂ） (275)  
82   4  

若手研究（Ｂ） (2,000)  
600   3  

研究活動スタート支援 （1,500） 
450  

2 
 

合  計 (8,625)  
2,587   23  

（注）間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として（ ）内に記載しています。 



 

19 
 

(21)    上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 
 
   (21)－1 現金及び預金の明細 

（単位：千円） 
区   分 金  額 摘  要 

普 通 預 金 373,118   
合   計 373,118   

 
 
  (21)－2 未払金の明細 

（単位：千円） 
区   分 金  額 摘  要 
固 定 資 産 41,296   
人 件 費 34,396   
業 務 費 17,439   
一般管理費 17,333   
リース債務 4,073   
預 り 金 11,336   
そ の 他 5,331   
合    計 131,207   

 
 
  (21)－3 リース債務の明細 

（単位：千円） 
区   分 金  額 うち 1 年以内返済額 
教育経費 206,831  47,015  
一般管理費 777  777  
合  計 207,609  47,793  

 
 

(21)－4 資産見返運営費交付金等の明細 
（単位：千円） 

区   分 金  額 
建物附属設備 31,300  
構  築  物 1,719  
工具器具備品 8,595  
車両運搬具 7,258  
図    書 82,018  
合    計 135,506  
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(21)－5 資産見返寄附金の明細 

（単位：千円） 
区   分 金  額 
建    物 253,199  
建物附属設備 12,031  
工具器具備品 4,873  
車両運搬具 244  
図    書 43,120  
合    計 313,467  

 
 
  (21)－6 資産見返物品受贈額の明細 

（単位：千円） 
区   分 金  額 
構  築  物 577  
機 械 装 置 580  
工具器具備品 725  
図    書 335,668  
合    計 337,550  

 
 
 



平成２９年度
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自 平成２９年 ４月 １日

至 平成３０年 ３月３１日

公立大学法人尾道市立大学



平成２９年度 決算報告書 
 

公立大学法人尾道市立大学 
 

（単位：百万円） 
区分 予算 決算 差額 

（決算―予算） 
備考 

収入 
 運営費交付金収入 

補助金収入 
学生等納付金収入 
雑収入 
外部資金等収入 
目的積立金取崩収入 
短期借入収入 

 計 

 
３４５ 

０ 
９３２ 

６ 
８ 

５０ 
０ 

１，３４１ 

 
３９０ 

０ 
９３３ 

６ 
９ 
０ 
０ 

１，３４１ 

 
４５ 
０ 
１ 
０ 
１ 

△５０ 
０ 
０ 

 
（注１） 
 
 
 
 
（注２） 
 

支出 
一般管理費 
人件費 
教育研究経費 
外部資金等経費 
補助金事業経費 
施設等整備費 

 計 

 
１５２ 
８５２ 
２９０ 

８ 
０ 

３７ 
１，３４１ 

 
１４５ 
８７３ 
２３４ 

９ 
０ 

３２ 
１，２９６ 

 
△７ 
２１ 

△５５ 
１ 
０ 

△４ 
△４４ 

 
 
（注３） 
（注４） 
 
 
 

収入―支出 ０ ４４ ４４  
○予算と決算の差異について 
（注１）退職者増加による特別運営費交付金の増額により、予算額に比して決算額が増加しました。 
（注２）当年度は目的積立金の取崩しを行わなかったことにより、決算額は計上していません。 
（注３）人員の欠員及び退職者増加による差異により、予算額に比して決算額が増加しました。 
（注４）入札残等による経費の抑制を図ったことにより、予算額に比して決算額が減少しました。 
○損益計算書の計上金額と決算額の差異について 
 （１）決算報告書では、当該年度に取得した固定資産取得額を計上しています。 
    また、減価償却費は計上していません。 
（２）損益計算書では授業料及び入学金の減免額を収益計上し、かつ、奨学費として費用計上して

いますが、決算報告書では、計上していません。 



平成２９事業年度に係る業務の実績に関する報告書の補足説明 
 
第４－２ 研究の質の向上 

 
（３）研究成果の評価 

補足説明  （中期目標）研究の経過や成果を定期的に評価し、その評価結果に基づいて研究の質の向上を図るための体制を整

備する。 

① 各研究分野の実情に応じ

た、研究成果の適正かつ公平

な評価システムについて検討

し、導入する。 

・個々が自己点検評価するとともに、

研究成果を含めた業績評価により、

研究の質向上に取り組む。 

3 ・教育研究活動報告書の作成によっ

て、個々の教員は自己点検評価を

毎年度末に実施した。研究の質向

上に向けた取り組みを継続して検

討した。 

教育研究活動をより詳細に自己点検するた

めに、教育研究活動報告書の各点検項目に

ついて、１～４の評点を記入する欄を設け

た。 

② 優れた研究成果をあげた教

員に対しては、適正な評価に

よる優遇措置等を整備し、研

究の活性化を促す。 

・個々が自己点検評価するとともに、

研究成果を含めた業績評価により、

研究の質向上に取り組む。【再掲】

3 ・教育研究活動報告書の作成によっ

て、個々の教員は自己点検評価を

毎年度末に実施した。研究の質向

上に向けた取り組みを継続して検

討した。【再掲】 

優れた業績を上げた教員に対して経済情報

学科 6名、日本文学科 3名、美術学科 3名

をめどに優秀教員の表彰を行った。また、

自己点検評価を参考に特別研究・出版の助

成を行い、科研申請実績を研究費の傾斜配

分に反映させた。 

③ 教員の研究活動について定

期的にその情報を収集する。

また所属研究者の研究成果の

発信に関しても、効果的な方

法を検討し、実施する。 

・個々が自己点検評価するとともに、

研究成果を含めた業績評価により、

研究の質向上に取り組む【再掲】 

3 ・教育研究活動報告書の作成によっ

て、個々の教員は自己点検評価を

毎年度末に実施した。研究の質向

上に向けた取り組みを継続して検

討した。【再掲】 

全教員から毎年度教育研究活動報告書の提

出を求め、情報を収集している。また、研

究活動や成果については、HP や尾大通信に

て公表している。 

 


